
 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月定例会 

（２０２１年） 

 

議案書② 
（その２） 

 

２月２４日提出 

 

【条例】 

 

 

 

1



市議案第３５号  

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例及び豊

中市国民健康保険条例の一部を改正する条例の設

定について  

 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例及び豊中市国民健

康保険条例の一部を改正する条例を次のように設定するものと

する。  

 

  令和３年（２０２１年）２月２４日提出         

 

 

豊中市長   長  内  繁  樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正等に伴い，所要

の規定を改正するため，提案するものである。  
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豊中市条例第  号 

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例及び豊中市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

（一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年豊中市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

附 則 附 則 

１ （省 略） 

２ 市規則で定める職員が，新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス

感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条

に規定するものをいう。以下同じ。）から市民の生命及び健康を保護するた

めに緊急に行われた措置に係る作業であって市規則で定めるものに従事し

たときは，病原菌・感染症取扱職員の特殊勤務手当を支給する。 

１ （省 略） 

２ 市規則で定める職員が，新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロ

ナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に，中華人民共和国から世界

保健機関に対して，人に伝染する能力を有することが新たに報告されたもの

に限る。）である感染症をいう。以下同じ。）から市民の生命及び健康を保

護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市規則で定めるもの

に従事したときは，病原菌・感染症取扱職員の特殊勤務手当を支給する。 

３・４ （省 略） ３・４ （省 略） 

（豊中市国民健康保険条例の一部改正） 

第２条 豊中市国民健康保険条例（昭和３５年豊中市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

附 則    附 則 

１～12 （省 略） 

13 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい，賞与（健康保

険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を

１～12 （省 略） 

13 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい，賞与（健康保

険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき（新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２

第１項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の

症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。）は，その労務に服す

ることができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服す

ることができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について，当

該被保険者の属する世帯の世帯主に対し，傷病手当金を支給する。 

受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき（新型コ

ロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に，中華人民共和国から世界保健機関に対して，人に伝染す

る能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をい

う。）に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる

ときに限る。）は，その労務に服することができなくなった日から起算して

３日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就く

ことを予定していた日について，当該被保険者の属する世帯の世帯主に対

し，傷病手当金を支給する。 

14～17 （省 略） 14～17 （省 略） 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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市議案第３６号  

豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備

及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を

改正する条例の設定について  

 豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に

関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例を次のよう

に設定するものとする。  

 

  令和３年（２０２１年）２月２４日提出        

 

 

豊中市長   長  内  繁  樹   

内  繁  樹   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の

法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び

運営に関する基準等の改正に伴い，所要の規定を改正するため，

提案するものである。  
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豊中市条例第  号 

豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例 

（豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第１条 豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年豊中市条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則） （指定障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 （省 略） 第３条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 指定障害福祉サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のた

め，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対

し，研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 指定障害福祉サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のた

め，必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する

等の措置を講じなければならない。 

（運営規程） （運営規程） 

第３２条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所ごとに，次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営規程（第３６条において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。 

第３２条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所ごとに，次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営規程（第３６条第１項において

「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(１)～(９) （省 略） (１)～(９) （省 略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第３４条 （省 略） 第３４条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 ４ 指定居宅介護事業者は，適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から，

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

 第３４条の２ 指定居宅介護事業者は，感染症や非常災害の発生時において，

利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

 ２ 指定居宅介護事業者は，従業者に対し，業務継続計画について周知すると

ともに，必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

 ３ 指定居宅介護事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第３５条 （省 略） 第３５条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 指定居宅介護事業者は，当該指定居宅介護事業所において感染症が発生

し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

  (１) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以

下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに，その結果について，従業者に周知徹

底を図ること。 

  (２) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 (３) 当該指定居宅介護事業所において，従業者に対し，感染症の予防及び

まん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

（掲示） （掲示） 

第３６条 （省 略） 第３６条 （省 略） 

 ２ 指定居宅介護事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居

宅介護事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより，同項の規定による掲示に代えることができる。 

 （身体拘束等の禁止） 

第３６条の２ 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護の提供に当たっては，利

用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」

という。）を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，やむを得ず身体拘束等を行う場合には，その態様

及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他

必要な事項を記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は，身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(１) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に，その結果について，従業者に周知徹底を図ること。 

(２) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(３) 従業者に対し，身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。 

 （虐待の防止） 

8



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第４１条の２ 指定居宅介護事業者は，虐待の発生又はその再発を防止するた

め，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに，その結果について，従業者に周知徹底を図

ること。 

(２) 当該指定居宅介護事業所において，従業者に対し，虐待の防止のため

の研修を定期的に実施すること。 

(３) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（準用） （準用） 

第４４条 第１０条から前条までの規定は，重度訪問介護に係る指定障害福祉

サービスの事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第

３２条」とあるのは「第４４条第１項において準用する第３２条」と，第２

１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４４条第１項において準用する

次条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第４４

条第１項において準用する第２２条第２項」と，第２６条第１号中「次条第

１項」とあるのは「第４４条第１項において準用する次条第１項」と，第２

７条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第８条において準用する第６条

第２項」と，第３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４４条第１項に

おいて準用する第２７条」と，第３２条中「第３６条」とあるのは「第４４

条第１項において準用する第３６条」と，第３３条中「食事等の介護」とあ

るのは「食事等の介護，外出時における移動中の介護」と読み替えるものと

する。 

第４４条 第１０条から前条までの規定は，重度訪問介護に係る指定障害福祉

サービスの事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第

３２条」とあるのは「第４４条第１項において準用する第３２条」と，第２

１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４４条第１項において準用する

次条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第４４

条第１項において準用する第２２条第２項」と，第２６条第１号中「次条第

１項」とあるのは「第４４条第１項において準用する次条第１項」と，第２

７条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第８条において準用する第６条

第２項」と，第３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４４条第１項に

おいて準用する第２７条」と，第３２条中「第３６条第１項」とあるのは「第

４４条第１項において準用する第３６条第１項」と，第３３条中「食事等の

介護」とあるのは「食事等の介護，外出時における移動中の介護」と読み替

えるものとする。 

２ 第１０条から第３２条まで及び第３４条から前条までの規定は，同行援護 ２ 第１０条から第３２条まで及び第３４条から前条までの規定は，同行援護
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場

合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第４４条第２項に

おいて準用する第３２条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第４４条第２項において準用する次条第１項」と，第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第４４条第２項において準用する第２２条第２

項」と，第２６条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４４条第２項にお

いて準用する次条第１項」と，第２７条第１項中「第６条第２項」とあるの

は「第８条において準用する第６条第２項」と，第３１条第３項中「第２７

条」とあるのは「第４４条第２項において準用する第２７条」と，第３２条

中「第３６条」とあるのは「第４４条第２項において準用する第３６条」と

読み替えるものとする。 

及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場

合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第４４条第２項に

おいて準用する第３２条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第４４条第２項において準用する次条第１項」と，第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第４４条第２項において準用する第２２条第２

項」と，第２６条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４４条第２項にお

いて準用する次条第１項」と，第２７条第１項中「第６条第２項」とあるの

は「第８条において準用する第６条第２項」と，第３１条第３項中「第２７

条」とあるのは「第４４条第２項において準用する第２７条」と，第３２条

中「第３６条第１項」とあるのは「第４４条第２項において準用する第３６

条第１項」と読み替えるものとする。 

（運営に関する基準） （運営に関する基準） 

第４９条 第５条第１項及び第４節（第２２条第１項，第２３条，第２４条第

１項，第２８条，第３３条及び第４４条を除く。）の規定は，基準該当居宅

介護の事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３

２条」とあるのは「第４９条第１項において準用する第３２条」と，第２１

条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４９条第１項において準用する次

条第２項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第４９条

第１項において準用する第２２条第２項」と，第２６条第１号中「次条第１

項」とあるのは「第４９条第１項において準用する次条第１項」と，第２７

条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第４５条第２項」と，第３１条第

３項中「第２７条」とあるのは「第４９条第１項において準用する第２７条」

と，第３２条中「第３６条」とあるのは「第４９条第１項において準用する

第３６条」と読み替えるものとする。 

第４９条 第５条第１項及び第４節（第２２条第１項，第２３条，第２４条第

１項，第２８条，第３３条，第３６条の２及び第４４条を除く。）の規定は，

基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において，第１０条第

１項中「第３２条」とあるのは「第４９条第１項において準用する第３２条」

と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４９条第１項において

準用する次条第２項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第４９条第１項において準用する第２２条第２項」と，第２６条第１号中

「次条第１項」とあるのは「第４９条第１項において準用する次条第１項」

と，第２７条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第４５条第２項」と，

第３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４９条第１項において準用す

る第２７条」と，第３２条中「第３６条第１項」とあるのは「第４９条第１

項において準用する第３６条第１項」と読み替えるものとする。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

２ 第５条第２項から第４項まで並びに第４節（第２２条第１項，第２３条，

第２４条第１項，第２８条，第３３条及び第４４条を除く。）並びに第４５

条から前条までの規定は，重度訪問介護，同行援護及び行動援護に係る基準

該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において，第１０

条第１項中「第３２条」とあるのは「第４９条第２項において準用する第３

２条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４９条第２項に

おいて準用する次条第２項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあ

るのは「第４９条第２項において準用する第２２条第２項」と，第２６条第

１号中「次条第１項」とあるのは「第４９条第２項において準用する次条第

１項」と，第２７条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第４５条第２項」

と，第３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４９条第２項において準

用する第２７条」と，第３２条中「第３６条」とあるのは「第４９条第２項

において準用する第３６条」と，第４８条第１項第２号中「第４５条第２項」

とあるのは「第４９条第２項において準用する第４５条第２項」と，第４８

条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４９条第２項」と読み替えるもの

とする。 

２ 第５条第２項から第４項まで並びに第４節（第２２条第１項，第２３条，

第２４条第１項，第２８条，第３３条，第３６条の２及び第４４条を除く。）

並びに第４５条から前条までの規定は，重度訪問介護，同行援護及び行動援

護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合にお

いて，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第４９条第２項において

準用する第３２条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４

９条第２項において準用する次条第２項」と，第２４条第２項中「第２２条

第２項」とあるのは「第４９条第２項において準用する第２２条第２項」と，

第２６条第１号中「次条第１項」とあるのは「第４９条第２項において準用

する次条第１項」と，第２７条第１項中「第６条第２項」とあるのは「第４

５条第２項」と，第３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４９条第２

項において準用する第２７条」と，第３２条中「第３６条第１項」とあるの

は「第４９条第２項において準用する第３６条第１項」と，第４８条第１項

第２号中「第４５条第２項」とあるのは「第４９条第２項において準用する

第４５条第２項」と，同条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４９条第

２項」と読み替えるものとする。 

（療養介護計画の作成等） （療養介護計画の作成等） 

第６０条 （省 略） 第６０条 （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する

指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催

し，前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものと

する。 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する

指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい，テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を開催し，前項に規定

する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６～10 （省 略） ６～10 （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（運営規程） （運営規程） 

第６９条 指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所ごとに，次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営規程（第７４条において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。 

第６９条 指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所ごとに，次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営規程（第７４条第１項において

「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(１)～(10) （省 略） (１)～(10) （省 略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第７０条 （省 略） 第７０条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 ４ 指定療養介護事業者は，適切な指定療養介護の提供を確保する観点から，

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第７２条 （省 略） 第７２条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 指定療養介護事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第７３条 （省 略） 第７３条 （省 略） 

２ 指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が

発生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

２ 指定療養介護事業者は，当該指定療養介護事業所において感染症又は食中

毒が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 (１) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果に

ついて，従業者に周知徹底を図ること。 

 (２) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための指針を整備すること。 

 (３) 当該指定療養介護事業所において，従業者に対し，感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施すること。 

（掲示） （掲示） 

第７４条 （省 略） 第７４条 （省 略） 

 ２ 指定療養介護事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定療

養介護事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより，同項の規定による掲示に代えることができる。 

（身体拘束等の禁止） 

第７５条 指定療養介護事業者は，指定療養介護の提供に当たっては，利用者

又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」と

いう。）を行ってはならない。 

２ 指定療養介護事業者は，やむを得ず身体拘束等を行う場合には，その態様

及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他

必要な事項を記録しなければならない。 

 

第７５条 削除 

（記録の整備） （記録の整備） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第７７条 （省 略） 第７７条 （省 略） 

２ 指定療養介護事業者は，利用者に対する指定療養介護の提供に関する次に

掲げる記録を整備し，当該指定療養介護を提供した日から５年間保存しなけ

ればならない。 

２ 指定療養介護事業者は，利用者に対する指定療養介護の提供に関する次に

掲げる記録を整備し，当該指定療養介護を提供した日から５年間保存しなけ

ればならない。 

(１)～(３) （省 略） (１)～(３) （省 略） 

(４) 第７５条第２項に規定する身体拘束等の記録 (４) 次条において準用する第３６条の２第２項に規定する身体拘束等の

記録 

(５)・(６) （省 略） (５)・(６) （省 略） 

（準用） （準用） 

第７８条 第１０条，第１２条，第１３条，第１５条から第１８条まで，第２

１条，第３７条，第３８条第１項及び第３９条から第４１条までの規定は，

指定療養介護の事業について準用する。この場合において，第１０条第１項

中「第３２条」とあるのは「第６９条」と，第２１条第２項中「次条第１項」

とあるのは「第５６条第１項」と読み替えるものとする。 

第７８条 第１０条，第１２条，第１３条，第１５条から第１８条まで，第２

１条，第３４条の２，第３６条の２から第３８条（第２項を除く。）まで及

び第３９条から第４１条の２までの規定は，指定療養介護の事業について準

用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第

６９条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第５６条第１項」

と読み替えるものとする。 

（職場への定着のための支援の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第８７条の２ （省 略） 第８７条の２ （省 略） 

 ２ 指定生活介護事業者は，当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護

を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が，第１９４条の２に規定

する指定就労定着支援の利用を希望する場合には，前項に定める支援が終了

した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう，第１９４条の

３第１項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければ

ならない。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（運営規程） （運営規程） 

第９１条 指定生活介護事業者は，指定生活介護事業所ごとに，次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営規程（第９４条において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。 

第９１条 指定生活介護事業者は，指定生活介護事業所ごとに，次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営規程（第９４条第１項において

「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(１)～(12) （省 略） (１)～(12) （省 略） 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第９２条 （省 略） 第９２条 （省 略） 

２ 指定生活介護事業者は，指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が

発生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

２ 指定生活介護事業者は，当該指定生活介護事業所において感染症又は食中

毒が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

 (１) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果に

ついて，従業者に周知徹底を図ること。 

 (２) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための指針を整備すること。 

 (３) 当該指定生活介護事業所において，従業者に対し，感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施すること。 

（掲示） （掲示） 

第９４条 （省 略） 第９４条 （省 略） 

 ２ 指定生活介護事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定生

活介護事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させる
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

ことにより，同項の規定による掲示に代えることができる。 

（準用） （準用） 

第９５条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第２

４条，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，

第６８条，第７０条から第７２条まで及び第７５条から第７７条までの規定

は，指定生活介護の事業について準用する。この場合において，第１０条第

１項中「第３２条」とあるのは「第９１条」と，第２１条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第８４条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２

項」とあるのは「第８４条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第９５条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」と

あるのは「生活介護計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「生

活介護計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第９５条において準用す

る前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第９５条に

おいて準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」

と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第９５条において準用す

る第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第９０条」

と，同項第４号中「第７５条第２項」とあるのは「第９５条において準用す

る第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第９

５条」と読み替えるものとする。 

第９５条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第２

４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９条

から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条及び第

７７条の規定は，指定生活介護の事業について準用する。この場合において，

第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第９１条」と，第２１条第２項

中「次条第１項」とあるのは「第８４条第１項」と，第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第８４条第２項」と，第５９条第１項中「次条

第１項」とあるのは「第９５条において準用する次条第１項」と，「療養介

護計画」とあるのは「生活介護計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあ

るのは「生活介護計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第９５条にお

いて準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第

９５条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「生活

介護計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第９５条にお

いて準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第

９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第９

５条」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第９５条の５ 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，

第２４条，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５２条，第５９条から

第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７５条から第７７

条まで，第７９条，第８１条及び前節（第９５条を除く。）の規定は，共生

第９５条の５ 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，

第２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５

２条，第５９条から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，

第７６条，第７７条，第７９条，第８１条及び前節（第９５条を除く。）の
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

型生活介護の事業について準用する。 規定は，共生型生活介護の事業について準用する。 

（準用） （準用） 

第１１０条 第１０条，第１２条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第

２３条，第２４条，第２９条，第３０条，第３７条から第４３条まで，第６

２条，第６８条，第７０条，第７２条，第７５条，第７６条，第８９条及び

第９２条から第９４条までの規定は，指定短期入所の事業について準用す

る。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１０

８条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１０５条第１項」

と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１０５条第２項」

と，第９４条中「前条」とあるのは「第１１０条において準用する前条」と

読み替えるものとする。 

第１１０条 第１０条，第１２条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第

２３条，第２４条，第２９条，第３０条，第３４条の２，第３６条の２から

第４３条まで，第６２条，第６８条，第７０条，第７２条，第７６条，第８

９条及び第９２条から第９４条までの規定は，指定短期入所の事業について

準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第

１０８条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１０５条第

１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１０５条第

２項」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１１０条において準用

する前条」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１１０条の４ 第１０条，第１２条から第１８条まで，第２０条，第２１条，

第２３条，第２４条，第２９条，第３０条，第３７条から第４３条まで，第

５２条，第６２条，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７５条，第７

６条，第８９条，第９２条から第９４条まで，第９９条及び前節（第１０９

条及び第１１０条を除く。）の規定は，共生型短期入所の事業について準用

する。 

第１１０条の４ 第１０条，第１２条から第１８条まで，第２０条，第２１条，

第２３条，第２４条，第２９条，第３０条，第３４条の２，第３６条の２か

ら第４３条まで，第５２条，第６２条，第６８条，第７０条から第７２条ま

で，第７６条，第８９条，第９２条から第９４条まで，第９９条及び前節（第

１０９条及び第１１０条を除く。）の規定は，共生型短期入所の事業につい

て準用する。 

（準用） （準用） 

第１２３条 第１０条から第２２条まで，第２４条，第２９条，第３０条，第

３５条から第４３条まで及び第６８条の規定は，指定重度障害者等包括支援

の事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」

とあるのは「第１２２条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第１２３条において準用する次条第１項」と，第２４条第２項中「第２２

第１２３条 第１０条から第２２条まで，第２４条，第２９条，第３０条，第

３４条（第１項及び第２項を除く。）から第４３条まで及び第６８条の規定

は，指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において，

第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１２２条」と，第２１条第２

項中「次条第１項」とあるのは「第１２３条において準用する次条第１項」
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

条第２項」とあるのは「第１２３条において準用する第２２条第２項」と読

み替えるものとする。 

と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１２３条において

準用する第２２条第２項」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１４９条 第１０条から第２１条まで，第２３条，第２４条，第２９条，第

３７条から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，第６８条，第７０条

から第７２条まで，第７５条から第７７条まで及び第８７条の２から第９４

条までの規定は，指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。この

場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１４９条にお

いて準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第

１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１４

９条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立

訓練（機能訓練）計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「自立

訓練（機能訓練）計画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と，

第６１条中「前条」とあるのは「第１４９条において準用する前条」と，第

７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１４９条において準用す

る第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」

と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１４９条において準用

する第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１４９

条において準用する第９０条」と，同項第４号中「第７５条第２項」とある

のは「第１４９条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第

６号中「次条」とあるのは「第１４９条」と，第９１条中「第９４条」とあ

るのは「第１４９条において準用する第９４条」と，第９４条中「前条」と

あるのは「第１４９条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

第１４９条 第１０条から第２１条まで，第２３条，第２４条，第２９条，第

３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，

第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第７７条及び第８７条の

２から第９４条までの規定は，指定自立訓練（機能訓練）の事業について準

用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第

１４９条において準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条第１項」

とあるのは「第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」

とあるのは「第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあ

るのは「第１４９条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，第６０条中「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同条第８項中「６月」とあるの

は「３月」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１４９条において準用す

る前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１４９条

において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機

能訓練）計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１４９

条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とある

のは「第１４９条において準用する第９０条」と，同項第４号から第６号ま

での規定中「次条」とあるのは「第１４９条」と，第９１条中「第９４条第

１項」とあるのは「第１４９条において準用する第９４条第１項」と，第９

４条第１項中「前条」とあるのは「第１４９条において準用する前条」と読

み替えるものとする。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（準用） （準用） 

第１４９条の４ 第１０条から第２１条まで，第２３条，第２４条，第２９条，

第３７条から第４２条まで，第５２条，第５９条から第６２条まで，第６８

条，第７０条から第７２条まで，第７５条から第７７条まで，第８１条，第

８７条の２から第９４条まで，第１４２条及び前節（第１４９条を除く。）

の規定は，共生型自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。 

第１４９条の４ 第１０条から第２１条まで，第２３条，第２４条，第２９条，

第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５２条，第５９条から第

６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第７７条，

第８１条，第８７条の２から第９４条まで，第１４２条及び前節（第１４９

条を除く。）の規定は，共生型自立訓練（機能訓練）の事業について準用す

る。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第１５８条 （省 略） 第１５８条 （省 略） 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，利用者に対する指定自立訓練（生活

訓練）の提供に関する次に掲げる記録を整備し，当該指定自立訓練（生活訓

練）を提供した日から５年間保存しなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，利用者に対する指定自立訓練（生活

訓練）の提供に関する次に掲げる記録を整備し，当該指定自立訓練（生活訓

練）を提供した日から５年間保存しなければならない。 

(１)～(３) （省 略） (１)～(３) （省 略） 

(４) 次条において準用する第７５条第２項に規定する身体拘束等の記録 (４) 次条において準用する第３６条の２第２項に規定する身体拘束等の

記録 

(５)・(６) （省 略） (５)・(６) （省 略） 

（準用） （準用） 

第１５９条 第１０条から第１９条まで，第２１条，第２４条，第２９条，第

３７条から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，第６８条，第７０条

から第７２条まで，第７５条，第７６条，第８７条の２から第９４条まで，

第１４７条及び第１４８条の規定は，指定自立訓練（生活訓練）の事業につ

いて準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるの

は「第１５９条において準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条第

第１５９条 第１０条から第１９条まで，第２１条，第２４条，第２９条，第

３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，

第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第８７条の２から第９４

条まで，第１４７条及び第１４８条の規定は，指定自立訓練（生活訓練）の

事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」

とあるのは「第１５９条において準用する第９１条」と，第２１条第２項中
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

１項から第３項まで」とあるのは「第１５７条第１項から第４項まで」と，

第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１５７条第２項」と，

第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１５９条において準用する

次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」

と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」

と，同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と，第６１条中「前条」とあ

るのは「第１５９条において準用する前条」と，第９１条中「第９４条」と

あるのは「第１５９条において準用する第９４条」と，第９４条中「前条」

とあるのは「第１５９条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１５７条第１項から第４項ま

で」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１５７条第２

項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１５９条において

準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と，第６１条中「前

条」とあるのは「第１５９条において準用する前条」と，第９１条中「第９

４条第１項」とあるのは「第１５９条において準用する第９４条第１項」と，

第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１５９条において準用する前条」

と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１５９条の４ 第１０条から第１９条まで，第２１条，第２４条，第２９条，

第３７条から第４２条まで，第５２条，第５９条から第６２条まで，第６８

条，第７０条から第７２条まで，第７５条，第７６条，第８１条，第８７条

の２から第９４条まで，第１４７条，第１４８条，第１５２条及び前節（第

１５９条を除く。）の規定は，共生型自立訓練（生活訓練）の事業について

準用する。 

第１５９条の４ 第１０条から第１９条まで，第２１条，第２４条，第２９条，

第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５２条，第５９条から第

６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第８１条，

第８７条の２から第９４条まで，第１４７条，第１４８条，第１５２条及び

前節（第１５９条を除く。）の規定は，共生型自立訓練（生活訓練）の事業

について準用する。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１６３条 （省 略） 第１６３条 （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

５ 第１項第２号の就労支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。  

６ （省 略） ５ （省 略） 

（認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数） （認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第１６４条 （省 略） 第１６４条 （省 略） 

２ 前項の従業者及びその員数については，前条第２項から第４項まで及び第

６項の規定を準用する。 

２ 前項の従業者及びその員数については，前条第２項から第５項までの規定

を準用する。 

（職場への定着のための支援の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第１７０条 （省 略） 第１７０条 （省 略） 

 ２ 指定就労移行支援事業者は，利用者が，第１９４条の２に規定する指定就

労定着支援の利用を希望する場合には，前項に定める支援が終了した日以後

速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう，第１９４条の３第１項に

規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。 

（準用） （準用） 

第１７２条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２４条，第

２９条，第３７条から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，第６８条，

第７０条から第７２条まで，第７５条から第７７条まで，第８６条，第８７

条，第８８条から第９４条まで，第１４６条，第１４７条及び第１５７条の

２の規定は，指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において，

第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１７２条において準用する第

９１条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１７２条にお

いて準用する第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」

とあるのは「第１７２条において準用する第１４６条第２項」と，第５９条

第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７２条において準用する次条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，第６０条中

「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，同条第８項中「６月」

とあるのは「３月」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１７２条におい

て準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第

第１７２条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２４条，第

２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９条から第６

２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第７７条，第

８６条，第８７条，第８８条から第９４条まで，第１４６条，第１４７条及

び第１５７条の２の規定は，指定就労移行支援の事業について準用する。こ

の場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１７２条に

おいて準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第１７２条において準用する第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１７２条において準用する第１４６条第２項」

と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７２条において準用

する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，

第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，同条第８

項中「６月」とあるのは「３月」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１

７２条において準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」と
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

１７２条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「就

労移行支援計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１７

２条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあ

るのは「第１７２条において準用する第９０条」と，同項第４号中「第７５

条第２項」とあるのは「第１７２条において準用する第７５条第２項」と，

同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第１７２条」と，第９１条中

「第９４条」とあるのは「第１７２条において準用する第９４条」と，第９

４条中「前条」とあるのは「第１７２条において準用する前条」と，第１５

７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基

準省令第１７０条の２第１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）が」とあ

るのは「支給決定障害者（基準省令第１８４条の厚生労働大臣が定める者に

限る。以下この項において同じ。）が」と，同条第２項中「支給決定障害者

（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項の厚

生労働大臣が定める者を除く。）の」とあるのは「支給決定障害者（基準省

令第１８４条の厚生労働大臣が定める者を除く。）の」と読み替えるものと

する。 

あるのは「第１７２条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」と

あるのは「就労移行支援計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とある

のは「第１７２条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第

６７条」とあるのは「第１７２条において準用する第９０条」と，同項第４

号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１７２条」と，第９１条

中「第９４条第１項」とあるのは「第１７２条において準用する第９４条第

１項」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１７２条において準用

する前条」と，第１５７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第１項の厚生労働大臣が定め

る者に限る。）が」とあるのは「支給決定障害者（基準省令第１８４条の厚

生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。）が」と，同条第

２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１

７０条の２第２項の厚生労働大臣が定める者を除く。）の」とあるのは「支

給決定障害者（基準省令第１８４条の厚生労働大臣が定める者を除く。）の」

と読み替えるものとする。 

（職場への定着のための支援等の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第１８３条 （省 略） 第１８３条 （省 略） 

 ２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，利用者が，第１９４条の２に規定する指

定就労定着支援の利用を希望する場合には，前項に定める支援が終了した日

以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう，第１９４条の３第１

項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならな

い。 

 （厚生労働大臣が定める事項の評価等） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第１８４条の３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，指定就労継続支援Ａ型事業

所ごとに，おおむね１年に１回以上，利用者の労働時間その他の当該指定就

労継続支援Ａ型事業所の運営状況に関し必要な事項として基準省令第１９

６条の３の厚生労働大臣が定める事項について，同条の規定により厚生労働

大臣が定めるところにより，自ら評価を行い，その結果をインターネットの

利用その他の方法により公表しなければならない。 

（準用） （準用） 

第１８５条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第

２４条，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，

第６８条，第７０条から第７２条まで，第７５条から第７７条まで，第８８

条から第９０条まで，第９２条から第９４条まで，第１４６条及び第１４７

条の規定は，指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合にお

いて，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１８４条の２」と，第

２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１８５条において準用する第

１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第

１８５条において準用する第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条

第１項」とあるのは「第１８５条において準用する次条第１項」と，「療養

介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，第６０条中「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，第６１条中「前条」とある

のは「第１８５条において準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第

６０条」とあるのは「第１８５条において準用する第６０条」と，「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，同項第２号中「第５５条

第１項」とあるのは「第１８５条において準用する第２０条第１項」と，同

項第３号中「第６７条」とあるのは「第１８５条において準用する第９０条」

第１８５条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第

２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９

条から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第

７７条，第８８条から第９０条まで，第９２条から第９４条まで，第１４６

条及び第１４７条の規定は，指定就労継続支援Ａ型の事業について準用す

る。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１８

４条の２」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１８５条に

おいて準用する第１４６条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」

とあるのは「第１８５条において準用する第１４６条第２項」と，第５９条

第１項中「次条第１項」とあるのは「第１８５条において準用する次条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，第６０

条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，第６１条中

「前条」とあるのは「第１８５条において準用する前条」と，第７７条第２

項第１号中「第６０条」とあるのは「第１８５条において準用する第６０条」

と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，同項第２号

中「第５５条第１項」とあるのは「第１８５条において準用する第２０条第

１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１８５条において準用
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

と，同項第４号中「第７５条第２項」とあるのは「第１８５条において準用

する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第

１８５条」と，第９４条中「前条」とあるのは「第１８５条において準用す

る前条」と読み替えるものとする。 

する第９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは

「第１８５条」と，第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１８５条にお

いて準用する前条」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第１９０条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第

２４条，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，

第６８条，第７０条から第７２条まで，第７５条から第７７条まで，第８６

条，第８８条から第９４条まで，第１４６条，第１４７条，及び第１８１条

から第１８３条までの規定は，指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用す

る。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９

０条において準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第１９０条において準用する第１４６条第１項」と，第２４条第２

項中「第２２条第２項」とあるのは「第１９０条において準用する第１４６

条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９０条に

おいて準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支

援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ

型計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１９０条において準用する

前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１９０条に

おいて準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援

Ｂ型計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１９０条に

おいて準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは

「第１９０条において準用する第９０条」と，同項第４号中「第７５条第２

項」とあるのは「第１９０条において準用する第７５条第２項」と，同項第

第１９０条 第１０条から第１８条まで，第２０条，第２１条，第２３条，第

２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，第５９

条から第６２条まで，第６８条，第７０条から第７２条まで，第７６条，第

７７条，第８６条，第８８条から第９４条まで，第１４６条，第１４７条及

び第１８１条から第１８３条までの規定は，指定就労継続支援Ｂ型の事業に

ついて準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とある

のは「第１９０条において準用する第９１条」と，第２１条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第１９０条において準用する第１４６条第１項」と，

第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１９０条において準用

する第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

１９０条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１９０条において

準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１

９０条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「就労

継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１

９０条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７条」と

あるのは「第１９０条において準用する第９０条」と，同項第４号から第６

号までの規定中「次条」とあるのは「第１９０条」と，第９１条中「第９４
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

５号及び第６号中「次条」とあるのは「第１９０条」と，第９１条中「第９

４条」とあるのは「第１９０条において準用する第９４条」と，第９４条中

「前条」とあるのは「第１９０条において準用する前条」と，第１８１条第

１項中「第１８５条」とあるのは「第１９０条」と，「就労継続支援Ａ型計

画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

条第１項」とあるのは「第１９０条において準用する第９４条第１項」と，

第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９０条において準用する前条」

と，第１８１条第１項中「第１８５条」とあるのは「第１９０条」と，「就

労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

のとする。 

（準用） （準用） 

第１９４条 第１０条から第１３条まで，第１５条から第１８条まで，第２０

条，第２１条，第２４条（第１項を除く。），第２９条，第３７条から第４

２条まで，第５２条，第５９条から第６２条まで，第７０条，第７２条，第

７５条から第７７条まで，第８６条，第８９条，第９０条，第９２条から第

９４条まで，第１４６条（第１項を除く。），第１４７条，第１８１条から

第１８３条まで及び第１８６条の規定は，基準該当就労継続支援Ｂ型の事業

について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあ

るのは「第１９２条」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１９４条において準用する第１４６条第２項」と，第２４条第２項中「第２

２条第２項」とあるのは「第１９４条において準用する第１４６条第２項」

と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９４条において準用

する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援

Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続

支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１９４条において準

用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１９

４条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「基準該

当就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは

「第１９４条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号中「第６７

第１９４条 第１０条から第１３条まで，第１５条から第１８条まで，第２０

条，第２１条，第２４条（第１項を除く。），第２９条，第３４条の２，第

３６条の２から第４２条まで，第５２条，第５９条から第６２条まで，第７

０条，第７２条，第７６条，第７７条，第８６条，第８９条，第９０条，第

９２条から第９４条まで，第１４６条（第１項を除く。），第１４７条，第

１８１条から第１８３条まで及び第１８６条の規定は，基準該当就労継続支

援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第

３２条」とあるのは「第１９２条」と，第２１条第２項中「次条第１項」と

あるのは「第１９４条において準用する第１４６条第２項」と，第２４条第

２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１９４条において準用する第１４

６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９４条

において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「基準該当

就労継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「基準

該当就労継続支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１９４

条において準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とある

のは「第１９４条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とある

のは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」

とあるのは「第１９４条において準用する第２０条第１項」と，同項第３号
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

条」とあるのは「第１９４条において準用する第９０条」と，同項第４号中

「第７５条第２項」とあるのは「第１９４条において準用する第７５条第２

項」と，同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第１９４条」と，第

９４条中「前条」とあるのは「第１９４条において準用する前条」と，第１

８１条第１項中「第１８５条」とあるのは「第１９４条」と，「就労継続支

援Ａ型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

のとする。 

中「第６７条」とあるのは「第１９４条において準用する第９０条」と，同

項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１９４条」と，第

９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９４条において準用する前条」と，

第１８１条第１項中「第１８５条」とあるのは「第１９４条」と，「就労継

続支援Ａ型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替え

るものとする。 

（職場への定着のための支援の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第１９４条の８ （省 略） 第１９４条の８ （省 略） 

２ 指定就労定着支援事業者は，利用者に対して前項の支援を提供するに当た

っては，１月に１回以上，当該利用者との対面により行うとともに，１月に

１回以上，当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することによ

り当該利用者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。 

２ 指定就労定着支援事業者は，利用者に対して前項の支援を提供するに当た

っては，１月に１回以上，当該利用者との対面又はテレビ電話装置等を用い

る方法その他の対面に相当する方法により行うとともに，１月に１回以上，

当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利

用者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。 

（準用） （準用） 

第１９４条の１２ 第１０条から第２４条まで，第３０条，第３４条から第４

２条まで，第５９条，第６０条，第６２条及び第６８条の規定は，指定就労

定着支援の事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第

３２条」とあるのは「第１９４条の１０」と，第２１条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第１９４条の１２において準用する次条第１項」と，第２

４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１９４条の１２において準

用する第２２条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

１９４条の１２において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とある

のは「就労定着支援計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就

第１９４条の１２ 第１０条から第２４条まで，第３０条，第３４条から第３

６条まで，第３７条から第４２条まで，第５９条，第６０条，第６２条及び

第６８条の規定は，指定就労定着支援の事業について準用する。この場合に

おいて，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９４条の１０」と，

第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９４条の１２において準

用する次条第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第

１９４条の１２において準用する第２２条第２項」と，第５９条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第１９４条の１２において準用する次条第１項」と，

「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と，第６０条中「療養介
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

労定着支援計画」と読み替えるものとする。 護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１９４条の１４ （省 略） 第１９４条の１４ （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 第１項に規定する指定自立生活援助の従業者は，専ら当該指定自立生活援

助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，利用者の支援に

支障がない場合は，この限りでない。 

４ 第１項に規定する指定自立生活援助事業所の従業者は，専ら当該指定自立

生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，利用者の

支援に支障がない場合は，この限りでない。 

（準用） （準用） 

第１９４条の２０ 第１０条から第２４条まで，第３０条，第３４条から第４

２条まで，第５９条，第６０条，第６２条，第６８条，第１９４条の６，第

１９４条の１０及び第１９４条の１１の規定は，指定自立生活援助の事業に

ついて準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」とある

のは「第１９４条の２０において準用する第１９４条の１０」と，第２１条

第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９４条の２０において準用する次

条第１項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」

と，同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と読み替えるものとする。 

第１９４条の２０ 第１０条から第２４条まで，第３０条，第３４条から第３

６条まで，第３７条から第４２条まで，第５９条，第６０条，第６２条，第

６８条，第１９４条の６，第１９４条の１０及び第１９４条の１１の規定は，

指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において，第１０条第

１項中「第３２条」とあるのは「第１９４条の２０において準用する第１９

４条の１０」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９４条

の２０において準用する次条第１項」と，第６０条中「療養介護計画」とあ

るのは「自立生活援助計画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「３月」

と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１９６条 （省 略） 第１９６条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 第１項に規定する指定共同生活援助の従業者は，専ら指定共同生活援助事

業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障

がない場合は，この限りでない。 

３ 第１項に規定する指定共同生活援助事業所の従業者は，専ら指定共同生活

援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，利用者の支援

に支障がない場合は，この限りでない。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第２００条 （省 略） 第２００条 （省 略） 

２～５ （省 略） ２～５ （省 略） 

 ６ 指定共同生活援助事業者は，適切な指定共同生活援助の提供を確保する観

点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

（準用） （準用） 

第２０１条 第１０条，第１２条，第１３条，第１５条から第１８条まで，第

２１条，第２４条，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５５条，第６

０条，第６２条，第６８条，第７２条，第７５条から第７７条まで，第９０

条，第９２条，第９４条及び第１５７条の２の規定は，指定共同生活援助の

事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中「第３２条」

とあるのは「第１９９条の３」と，第２１条第２項中「次条第１項」とある

のは「第１９８条の４第１項」と，第２４条第２項中「第２２条第２項」と

あるのは「第１９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とある

のは「共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とある

のは「第２０１条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とある

のは「共同生活援助計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは

「第２０１条において準用する第５５条第１項」と，同項第３号中「第６７

条」とあるのは「第２０１条において準用する第９０条」と，同項第４号中

「第７５条第２項」とあるのは「第２０１条において準用する第７５条第２

項」と，同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第２０１条」と，第

第２０１条 第１０条，第１２条，第１３条，第１５条から第１８条まで，第

２１条，第２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条ま

で，第５５条，第６０条，第６２条，第６８条，第７２条，第７６条，第７

７条，第９０条，第９２条，第９４条及び第１５７条の２の規定は，指定共

同生活援助の事業について準用する。この場合において，第１０条第１項中

「第３２条」とあるのは「第１９９条の３」と，第２１条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第１９８条の４第１項」と，第２４条第２項中「第２２

条第２項」とあるのは「第１９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護

計画」とあるのは「共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第６

０条」とあるのは「第２０１条において準用する第６０条」と，「療養介護

計画」とあるのは「共同生活援助計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」

とあるのは「第２０１条において準用する第５５条第１項」と，同項第３号

中「第６７条」とあるのは「第２０１条において準用する第９０条」と，同

項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第２０１条」と，第

９４条第１項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第２００条の４第１項
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

９４条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第２００条の４第１項の協力

医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，第１５７条の２第１項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条

の２第１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障

害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と，

同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省

令第１７０条の２第２項の厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは

「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限

る。）」と読み替えるものとする。 

の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，第１５７条の２第

１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１

７０条の２第１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給

決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。）」

と，同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基

準省令第１７０条の２第２項の厚生労働大臣が定める者を除く。）」とある

のは「支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者

に限る。）」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第２０１条の４ （省 略） 第２０１条の４ （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従

業者は，専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する

者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限

りでない。 

４ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業

所の従業者は，専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従

事する者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，

この限りでない。 

５ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従

業者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

５ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業

所の従業者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（準用） （準用） 

第２０１条の１１ 第１０条，第１２条，第１３条，第１５条から第１８条ま

で，第２１条，第２４条，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５５条，

第６０条，第６２条，第６８条，第７２条，第７５条から第７７条まで，第

９０条，第９２条，第９４条，第１５７条の２，第１９８条の２から第１９

８条の６まで及び第１９９条の３から第２００条の４までの規定は，日中サ

第２０１条の１１ 第１０条，第１２条，第１３条，第１５条から第１８条ま

で，第２１条，第２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４

２条まで，第５５条，第６０条，第６２条，第６８条，第７２条，第７６条，

第７７条，第９０条，第９２条，第９４条，第１５７条の２，第１９８条の

２から第１９８条の６まで及び第１９９条の３から第２００条の４までの
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

ービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合におい

て，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第２０１条の３」と，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第２０１条の１１において準用する第１９８条の４第１項」と，第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第２０１条の１１において準用す

る第１９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「日

中サービス支援型共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第６０

条」とあるのは「第２０１条の１１において読み替えて準用する第６０条」

と，「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」

と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の１１におい

て準用する第５５条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第

２０１条の１１において準用する第９０条」と，同項第４号中「第７５条第

２項」とあるのは「第２０１条の１１において準用する第７５条第２項」と，

同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第２０１条の１１」と，第９

４条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第２０１条の１１において準用

する第２００条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療

機関」と，第１５７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定

障害者（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けてい

る者を除く。）」と，同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定

障害者（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けてい

る者に限る。）」と読み替えるものとする。 

規定は，日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。こ

の場合において，第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第２０１条の

１１において準用する第２０１条の３」と，第２１条第２項中「次条第１項」

とあるのは「第２０１条の１１において準用する第１９８条の４第１項」と，

第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第２０１条の１１におい

て準用する第１９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とある

のは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中

「第６０条」とあるのは「第２０１条の１１において読み替えて準用する第

６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援

助計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の１

１において準用する第５５条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とある

のは「第２０１条の１１において準用する第９０条」と，同項第４号から第

６号までの規定中「次条」とあるのは「第２０１条の１１」と，第９４条第

１項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第２０１条の１１において準用

する第２００条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療

機関」と，第１５７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練

を受ける者及び基準省令第１７０条の２第１項の厚生労働大臣が定める者

に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービス

支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と，同条第２項中「支

給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２

第２項の厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者

（入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者

に限る。）」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２０１条の１４ （省 略） 第２０１条の１４ （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の従業者は，専ら

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

３ 第１項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者

は，専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者で

なければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りで

ない。 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第２０１条の２１ （省 略） 第２０１条の２１ （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

 ５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，適切な外部サービス利用

型指定共同生活援助の提供を確保する観点から，職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

（準用） （準用） 

第２０１条の２２ 第１２条，第１３条，第１５条から第１８条まで，第２１

条，第２４条，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５５条，第６０条，

第６２条，第６８条，第７２条，第７５条から第７７条まで，第９０条，第

９２条，第９４条，第１５７条の２，第１９８条の２から第１９８条の６ま

で，第１９９条，第１９９条の２及び第２００条の２から第２００条の４ま

での規定は，外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用す

る。この場合において，第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第２

０１条の２２において準用する第１９８条の４第１項」と，第２４条第２項

第２０１条の２２ 第１２条，第１３条，第１５条から第１８条まで，第２１

条，第２４条，第２９条，第３４条の２，第３６条の２から第４２条まで，

第５５条，第６０条，第６２条，第６８条，第７２条，第７６条，第７７条，

第９０条，第９２条，第９４条，第１５７条の２，第１９８条の２から第１

９８条の６まで，第１９９条，第１９９条の２及び第２００条の２から第２

００条の４までの規定は，外部サービス利用型指定共同生活援助の事業につ

いて準用する。この場合において，第２１条第２項中「次条第１項」とある

のは「第２０１条の２２において準用する第１９８条の４第１項」と，第２
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

中「第２２条第２項」とあるのは「第２０１条の２２において準用する第１

９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「外部サー

ビス利用型共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」と

あるのは「第２０１条の２２において準用する第６０条」と，「療養介護計

画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と，同項第２号中

「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の２２において準用する第５５

条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第２０１条の２２に

おいて準用する第９０条」と，同項第４号中「第７５条第２項」とあるのは

「第２０１条の２２において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び

第６号中「次条」とあるのは「第２０１条の２２」と，第９４条中「前条の

協力医療機関」とあるのは「第２０１条の２２において準用する第２００条

の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，第１５

７条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基

準省令第１７０条の２第１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）」とある

のは「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活

援助を受けている者を除く。）」と，同条第２項中「支給決定障害者（指定

宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項の厚生労働

大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的

な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と，第

１９９条第３項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当

該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス

事業所の従業者」と読み替えるものとする。 

４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第２０１条の２２において準

用する第１９８条の４第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは

「外部サービス利用型共同生活援助計画」と，第７７条第２項第１号中「第

６０条」とあるのは「第２０１条の２２において準用する第６０条」と，「療

養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と，同項

第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の２２において準用す

る第５５条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第２０１条

の２２において準用する第９０条」と，同項第４号から第６号までの規定中

「次条」とあるのは「第２０１条の２２」と，第９４条第１項中「前条の協

力医療機関」とあるのは「第２０１条の２２において準用する第２００条の

４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，第１５７

条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準

省令第１７０条の２第１項の厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるの

は「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援

助を受けている者を除く。）」と，同条第２項中「支給決定障害者（指定宿

泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７０条の２第２項の厚生労働大

臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な

外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と，第１

９９条第３項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該

外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事

業所の従業者」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数等に関する特例） （従業者の員数等に関する特例） 

第２０２条 多機能型による指定生活介護事業所，指定自立訓練（機能訓練） 第２０２条 多機能型による指定生活介護事業所，指定自立訓練（機能訓練）
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

事業所，指定自立訓練（生活訓練）事業所，指定就労移行支援事業所，指定

就労継続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支援Ｂ型事業所（指定就労継続支

援Ｂ型事業者が指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。）並びに

指定児童発達支援事業所，指定医療型児童発達支援事業所（指定通所支援基

準第５６条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。）及び指定放

課後等デイサービス事業所（以下「多機能型事業所」と総称する。）は，一

体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が２０人未満である

場合は，第８０条第６項，第１４３条第６項及び第７項，第１５３条第６項，

第１６３条第４項及び第５項並びに第１７４条第４項（第１８７条において

準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，当該多機能型事業所に置くべ

き従業者（医師及びサービス管理責任者を除く。）のうち，１人以上の者を

常勤でなければならないものとすることができる。 

事業所，指定自立訓練（生活訓練）事業所，指定就労移行支援事業所，指定

就労継続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支援Ｂ型事業所（指定就労継続支

援Ｂ型事業者が指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。）並びに

指定児童発達支援事業所，指定医療型児童発達支援事業所（指定通所支援基

準第５６条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。）及び指定放

課後等デイサービス事業所（以下「多機能型事業所」と総称する。）は，一

体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が２０人未満である

場合は，第８０条第６項，第１４３条第６項及び第７項，第１５３条第６項，

第１６３条第４項並びに第１７４条第４項（第１８７条において準用する場

合を含む。）の規定にかかわらず，当該多機能型事業所に置くべき従業者（医

師及びサービス管理責任者を除く。）のうち，１人以上の者を常勤でなけれ

ばならないものとすることができる。 

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所，指定医療型児童発達支援事業

所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うも

のを除く。以下この条において同じ。）は，第８０条第１項第３号及び第７

項，第１４３条第１項第２号及び第８項，第１５３条第１項第３号及び第７

項，第１６３条第１項第３号及び第６項並びに第１７４条第１項第２号及び

第５項（これらの規定を第１８７条において準用する場合を含む。）の規定

にかかわらず，一体的に事業を行う多機能型事業所のうち基準省令第２１５

条第２項の厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして，当該

一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を，次の

各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ，当該各

号に定める数とし，この項の規定により置くべきものとされるサービス管理

責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならないものとすることができ

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所，指定医療型児童発達支援事業

所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うも

のを除く。以下この条において同じ。）は，第８０条第１項第３号及び第７

項，第１４３条第１項第２号及び第８項，第１５３条第１項第３号及び第７

項，第１６３条第１項第３号及び第５項並びに第１７４条第１項第２号及び

第５項（これらの規定を第１８７条において準用する場合を含む。）の規定

にかかわらず，一体的に事業を行う多機能型事業所のうち基準省令第２１５

条第２項の厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして，当該

一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を，次の

各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ，当該各

号に定める数とし，この項の規定により置くべきものとされるサービス管理

責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならないものとすることができ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

る。 る。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

附 則 附 則 

１～４ （省 略） １～４ （省 略） 

５ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の規定は，指定共同生活援助

事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち，重

度訪問介護，同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者

であって，区分省令第１条第５号に規定する区分４，同条第６号に規定する

区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当するものが，共同生活住居内

において，当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生

活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を

希望する場合については，令和３年３月３１日までの間，当該利用者につい

ては，適用しない。 

５ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の規定は，指定共同生活援助

事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち，重

度訪問介護，同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者

であって，区分省令第１条第５号に規定する区分４，同条第６号に規定する

区分５又は同条第７号に規定する区分６に該当するものが，共同生活住居内

において，当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生

活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を

希望する場合については，令和６年３月３１日までの間，当該利用者につい

ては，適用しない。 

６ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の規定は，指定共同生活援助

事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち，区

分省令第１条第５号に規定する区分４，同条第６号に規定する区分５又は同

条第７号に規定する区分６に該当するものが，共同生活住居内において，当

該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下

この項において同じ。）の利用を希望し，次に掲げる要件のいずれにも該当

する場合については，令和３年３月３１日までの間，当該利用者については，

適用しない。 

６ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の規定は，指定共同生活援助

事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち，区

分省令第１条第５号に規定する区分４，同条第６号に規定する区分５又は同

条第７号に規定する区分６に該当するものが，共同生活住居内において，当

該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下

この項において同じ。）の利用を希望し，次に掲げる要件のいずれにも該当

する場合については，令和６年３月３１日までの間，当該利用者については，

適用しない。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

７・８ （省 略） ７・８ （省 略） 
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（豊中市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第２条 豊中市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年豊中市条例第６１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。  

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（指定障害者支援施設の一般原則） （指定障害者支援施設の一般原則） 

第３条 （省 略） 第３条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 指定障害者支援施設は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任

者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修

を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，必要

な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置

を講じなければならない。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりと

する。 

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりと

する。 

(１)～(３) （省 略） (１)～(３) （省 略） 

(４) 就労移行支援を行う場合 (４) 就労移行支援を行う場合 

ア～ウ （省 略） ア～ウ （省 略） 

エ ア(イ)の就労支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。  

オ （省 略） エ （省 略） 

(５)・(６) （省 略） (５)・(６) （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

（複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数） （複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数） 

第７条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は，昼間実施サー

ビスの利用定員の合計が２０人未満である場合は，第５条第１項第１号エ，

第７条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は，昼間実施サー

ビスの利用定員の合計が２０人未満である場合は，第５条第１項第１号エ，
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２号エ及びオ，第３号エ，第４号ウ（同号イ(ア)に係る部分を除く。）及

びエ並びに第５号イの規定にかかわらず，当該指定障害者支援施設が提供す

る昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者（医師及びサービス管理責

任者を除く。）のうち，１人以上は，常勤でなければならないとすることが

できる。 

第２号エ及びオ，第３号エ，第４号ウ（同号イ(ア)に係る部分を除く。）並

びに第５号イの規定にかかわらず，当該指定障害者支援施設が提供する昼間

実施サービスを行う場合に置くべき従業者（医師及びサービス管理責任者を

除く。）のうち，１人以上は，常勤でなければならないとすることができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は，第５条第１項第１

号ア(ウ)及びオ，第２号ア(イ)及びカ，第３号ア(イ)及びオ，第４号ア(ウ)，

イ(イ)及びオ並びに第５号ア(イ)及びウの規定にかかわらず，サービス管理

責任者の数を，次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設が提供する昼間実

施サービスのうち基準省令第５条第２項の厚生労働大臣が定めるものの利

用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に掲げる数とし，この規定により置

くべきものとされるサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなけれ

ばならないとすることができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は，第５条第１項第１

号ア(ウ)及びオ，第２号ア(イ)及びカ，第３号ア(イ)及びオ，第４号ア(ウ)，

イ(イ)及びエ並びに第５号ア(イ)及びウの規定にかかわらず，サービス管理

責任者の数を，次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設が提供する昼間実

施サービスのうち基準省令第５条第２項の厚生労働大臣が定めるものの利

用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に掲げる数とし，この項の規定によ

り置くべきものとされるサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でな

ければならないとすることができる。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

（サービス提供困難時の対応） （サービス提供困難時の対応） 

第１５条 指定障害者支援施設は，生活介護，自立訓練（機能訓練），自立訓

練（生活訓練），就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の事業の実

施地域（当該指定障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提

供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し，利用申込者に対し自ら適切な

生活介護，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援又

は就労継続支援Ｂ型を提供することが困難であると認めた場合は，適当な他

の指定障害者支援施設，指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等

の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号）

第１５条 指定障害者支援施設は，生活介護，自立訓練（機能訓練），自立訓

練（生活訓練），就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の事業の実

施地域（当該指定障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提

供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し，利用申込者に対し自ら適切な

生活介護，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援又

は就労継続支援Ｂ型を提供することが困難であると認めた場合は，適当な他

の指定障害者支援施設，指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等

の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第７８条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。），指定自立訓練（機

能訓練）事業者（同令第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）

事業者をいう。），指定自立訓練（生活訓練）事業者（同令第１６６条第１

項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。），指定就労移行支

援事業者（同令第１７５条第１項に規定する指定就労移行支援事業者をい

う。），指定就労継続支援Ｂ型事業者（同令第２０１条第１項に規定する指

定就労継続支援Ｂ型事業者をいう。）等の紹介その他の必要な措置を速やか

に講じなければならない。 

第３６条第３項において「指定障害福祉サービス等基準」という。）第７８

条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。），指定自立訓練（機能訓

練）事業者（同令第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事

業者をいう。），指定自立訓練（生活訓練）事業者（同令第１６６条第１項

に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。），指定就労移行支援

事業者（同令第１７５条第１項に規定する指定就労移行支援事業者をい

う。），指定就労継続支援Ｂ型事業者（同令第２０１条第１項に規定する指

定就労継続支援Ｂ型事業者をいう。）等の紹介その他の必要な措置を速やか

に講じなければならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） （施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第２７条 （省 略） 第２７条 （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

５ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利

用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して

行う会議をいう。）を開催し，前項に規定する施設障害福祉サービス計画の

原案の内容について意見を求めるものとする。 

５ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利

用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して

行う会議をいい，テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話

装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を開催し，

前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求

めるものとする。 

６～10 （省 略） ６～10 （省 略） 

（職場への定着のための支援の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第３６条 （省 略） 第３６条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 ３ 指定障害者支援施設は，就労移行支援の提供に当たっては，利用者が，指

定就労定着支援（指定障害福祉サービス等基準第２０６条の２に規定する指

定就労定着支援をいう。以下同じ。）の利用を希望する場合には，第１項に

定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられる

よう，指定就労定着支援事業者（指定障害福祉サービス等基準第２０６条の

３第１項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。）との連絡

調整を行わなければならない。 

 ４ 指定障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者が，

指定就労定着支援の利用を希望する場合には，第２項に定める支援が終了し

た日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう，指定就労定着支

援事業者との連絡調整に努めなければならない。 

（運営規程） （運営規程） 

第４６条 指定障害者支援施設は，次に掲げる施設の運営についての重要事項

に関する運営規程（第５２条において「運営規程」という。）を定めておか

なければならない。 

第４６条 指定障害者支援施設は，次に掲げる施設の運営についての重要事項

に関する運営規程（第５２条第１項において「運営規程」という。）を定め

ておかなければならない。 

(１)～(13) （省 略） (１)～(13) （省 略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第４７条 （省 略） 第４７条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 ４ 指定障害者支援施設は，適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観

点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

ければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第４７条の２ 指定障害者支援施設は，感染症や非常災害の発生時において，

利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施するため及び

非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 指定障害者支援施設は，従業者に対し，業務継続計画について周知すると

ともに，必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第４９条 （省 略） 第４９条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 指定障害者支援施設は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第５０条 （省 略） 第５０条 （省 略） 

２ 指定障害者支援施設は，指定障害者支援施設において感染症又は食中毒が

発生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

２ 指定障害者支援施設は，当該指定障害者支援施設において感染症又は食中

毒が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

 (１) 当該指定障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果に

ついて，従業者に周知徹底を図ること。 

 (２) 当該指定障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための指針を整備すること。 

 (３) 当該指定障害者支援施設において，従業者に対し，感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施すること。 

（掲示） （掲示） 

第５２条 （省 略） 第５２条 （省 略） 

 ２ 指定障害者支援施設は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定障

害者支援施設に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより，同項の規定による掲示に代えることができる。 

（身体拘束等の禁止） （身体拘束等の禁止） 

第５３条 （省 略） 第５３条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 指定障害者支援施設は，身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(１) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に，その結果について，従業者に周知徹底を図ること。 

(２) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(３) 従業者に対し，身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 （虐待の防止） 

第５９条の２ 指定障害者支援施設は，虐待の発生又はその再発を防止するた

め，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 当該指定障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに，その結果について，従業者に周知徹底を図

ること。 

(２) 当該指定障害者支援施設において，従業者に対し，虐待の防止のため

の研修を定期的に実施すること。 

(３) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（豊中市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 豊中市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

目次 目次 

第１章 （省 略） 第１章 （省 略） 

第２章 療養介護（第４条―第３２条） 第２章 療養介護（第４条―第３２条の２） 

第３章～第９章 （省 略） 第３章～第９章 （省 略） 

附則 附則 

（障害福祉サービス事業者の一般原則） （障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 （省 略） 第３条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

３ 障害福祉サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，

責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研

修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 障害福祉サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，

必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措

置を講じなければならない。 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第８条 （省 略） 第８条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 療養介護事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参

加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（療養介護計画の作成等） （療養介護計画の作成等） 

第１７条 （省 略） 第１７条 （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する

療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し，

前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとす

る。 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する

療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい，テレビ電話装

置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して

行うことができるものとする。）を開催し，前項に規定する療養介護計画の

原案の内容について意見を求めるものとする。 

６～10 （省 略） ６～10 （省 略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第２５条 （省 略） 第２５条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 ４ 療養介護事業者は，適切な療養介護の提供を確保する観点から，職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されること
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第２５条の２ 療養介護事業者は，感染症や非常災害の発生時において，利用

者に対する療養介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 療養介護事業者は，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 療養介護事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第２７条 （省 略） 第２７条 （省 略） 

２ 療養介護事業者は，療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し，

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 療養介護事業者は，当該療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生

し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (１) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果につい

て，職員に周知徹底を図ること。 

 (２) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。 

 (３) 当該療養介護事業所において，職員に対し，感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施すること。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（身体拘束等の禁止） （身体拘束等の禁止） 

第２８条 （省 略） 第２８条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 療養介護事業者は，身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講

じなければならない。 

(１) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に，その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(２) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(３) 職員に対し，身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 （虐待の防止） 

第３２条の２ 療養介護事業者は，虐待の発生又はその再発を防止するため，

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定

期的に開催するとともに，その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(２) 当該療養介護事業所において，職員に対し，虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

(３) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

   第３章 （省 略）    第３章 （省 略） 

（職場への定着のための支援の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第４４条の２ （省 略） 第４４条の２ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 ２ 生活介護事業者は，当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常

の事業所に新たに雇用された障害者が，指定就労定着支援（障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令

第１７１号）第２０６条の２に規定する指定就労定着支援をいう。以下同

じ。）の利用を希望する場合には，前項に定める支援が終了した日以後速や

かに当該指定就労定着支援を受けられるよう，指定就労定着支援事業者（同

令第２０６条の３第１項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同

じ。）との連絡調整に努めなければならない。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第４８条 （省 略） 第４８条 （省 略） 

２ 生活介護事業者は，生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し，

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 生活介護事業者は，当該生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生

し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (１) 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果につい

て，職員に周知徹底を図ること。 

 (２) 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。 

 (３) 当該生活介護事業所において，職員に対し，感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施すること。 

（準用） （準用） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第５０条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条までの規定は，生活介護の事業について準用

する。この場合において，第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とある

のは「第５０条において準用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」と

あるのは「生活介護計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは

「第５０条において準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条

第２項」とあるのは「第５０条において準用する第３０条第２項」と，同項

第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第５０条において準用する第３２

条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第５０条にお

いて準用する次条第１項」と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「生

活介護計画」と，第１８条中「前条」とあるのは「第５０条において準用す

る前条」と読み替えるものとする。 

第５０条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２までの規定は，生活介護の事業について

準用する。この場合において，第９条第２項第１号中「第１７条第１項」と

あるのは「第５０条において準用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」

とあるのは「生活介護計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるの

は「第５０条において準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０

条第２項」とあるのは「第５０条において準用する第３０条第２項」と，同

項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第５０条において準用する第３

２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第５０条に

おいて準用する次条第１項」と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「生

活介護計画」と，第１８条中「前条」とあるのは「第５０条において準用す

る前条」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第５５条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条まで，第３４条から第３８条まで，第４０条，

第４１条及び第４４条の２から第４９条までの規定は，自立訓練（機能訓練）

の事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号中「第１

７条第１項」とあるのは「第５５条において準用する第１７条第１項」と，

「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同項第２号

中「第２８条第２項」とあるのは「第５５条において準用する第２８条第２

項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第５５条において準

用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第

５５条において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第５５条において準用する次条第１項」と，第１７条中「療

第５５条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３８条まで，第４

０条，第４１条及び第４４条の２から第４９条までの規定は，自立訓練（機

能訓練）の事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号

中「第１７条第１項」とあるのは「第５５条において準用する第１７条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同

項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第５５条において準用する第２

８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第５５条に

おいて準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあ

るのは「第５５条において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第５５条において準用する次条第１項」と，第
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同条第８項中「６

月」とあるのは「３月」と，第１８条中「前条」とあるのは「第５５条にお

いて準用する前条」と読み替えるものとする。 

１７条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同

条第８項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条中「前条」とあるのは

「第５５条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第６０条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条まで，第３４条から第３６条まで，第４０条，

第４１条，第４４条の２から第４９条まで，第５３条及び第５４条の規定は，

自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。この場合において，第９条

第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第６０条において準用する

第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）

計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６０条において

準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは

「第６０条において準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条

第２項」とあるのは「第６０条において準用する第３２条第２項」と，第１

６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第６０条において準用する次条第

１項」と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）

計画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条中「前条」

とあるのは「第６０条において準用する前条」と，第４０条第２項中「６人

以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）については

６人以上，宿泊型自立訓練については１０人以上」と読み替えるものとする。 

第６０条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３６条まで，第４

０条，第４１条，第４４条の２から第４９条まで，第５３条及び第５４条の

規定は，自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。この場合において，

第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第６０条において準

用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活

訓練）計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６０条に

おいて準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあ

るのは「第６０条において準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第

３２条第２項」とあるのは「第６０条において準用する第３２条第２項」と，

第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第６０条において準用する次

条第１項」と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓

練）計画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条中「前

条」とあるのは「第６０条において準用する前条」と，第４０条第２項中「６

人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）について

は６人以上，宿泊型自立訓練については１０人以上」と読み替えるものとす

る。 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第６３条 （省 略） 第６３条 （省 略） 

２～５ （省 略） ２～５ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

６ 第１項第３号の就労支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。  

７ （省 略） ６ （省 略） 

（認定就労移行支援事業所の職員の員数） （認定就労移行支援事業所の職員の員数） 

第６４条 （省 略） 第６４条 （省 略） 

２ 前項の職員及びその員数については，前条第２項から第５項まで及び第７

項の規定を準用する。 

２ 前項の職員及びその員数については，前条第２項から第６項までの規定を

準用する。 

（職場への定着のための支援の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第６７条 （省 略） 第６７条 （省 略） 

 ２ 就労移行支援事業者は，利用者が，指定就労定着支援の利用を希望する場

合には，前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援

を受けられるよう，指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければな

らない。 

（準用） （準用） 

第６９条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条まで，第３４条から第３８条まで，第４０条，

第４１条，第４３条，第４４条，第４５条から第４９条まで及び第５３条の

規定は，就労移行支援の事業について準用する。この場合において，第９条

第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第６９条において準用する

第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，

同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６９条において準用する第

２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第６９条

において準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」と

あるのは「第６９条において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項

第６９条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条から第３８条まで，第４

０条，第４１条，第４３条，第４４条，第４５条から第４９条まで及び第５

３条の規定は，就労移行支援の事業について準用する。この場合において，

第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第６９条において準

用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計

画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６９条において準

用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第

６９条において準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２

項」とあるのは「第６９条において準用する第３２条第２項」と，第１６条
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

中「次条第１項」とあるのは「第６９条において準用する次条第１項」と，

第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，同条第８

項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条中「前条」とあるのは「第６

９条において準用する前条」と，第４０条第１項中「生活介護事業所」とあ

るのは「就労移行支援事業所（認定就労移行支援事業所を除く。）」と読み

替えるものとする。 

第１項中「次条第１項」とあるのは「第６９条において準用する次条第１項」

と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，同条

第８項中「６月」とあるのは「３月」と，第１８条中「前条」とあるのは「第

６９条において準用する前条」と，第４０条第１項中「生活介護事業所」と

あるのは「就労移行支援事業所（認定就労移行支援事業所を除く。）」と読

み替えるものとする。 

 （厚生労働大臣が定める事項の評価等） 

第７１条の３ 就労継続支援Ａ型事業者は，就労継続支援Ａ型事業所ごとに，

おおむね１年に１回以上，利用者の労働時間その他の当該就労継続支援Ａ型

事業所の運営状況に関し必要な事項として基準省令第７２条の３の厚生労

働大臣が定める事項について，同条の規定により厚生労働大臣が定めるとこ

ろにより，自ら評価を行い，その結果をインターネットの利用その他の方法

により公表しなければならない。 

（職場への定着のための支援等の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第８２条 （省 略） 第８２条 （省 略） 

 ２ 就労継続支援Ａ型事業者は，利用者が，指定就労定着支援の利用を希望す

る場合には，前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着

支援を受けられるよう，指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなけれ

ばならない。 

（準用） （準用） 

第８４条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条まで，第３４条，第４１条，第４５条から第

４９条まで及び第５３条の規定は，就労継続支援Ａ型の事業について準用す

る。この場合において，第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるの

第８４条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条，第４１条，第４５条か

ら第４９条まで及び第５３条の規定は，就労継続支援Ａ型の事業について準

用する。この場合において，第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

は「第８４条において準用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあ

るのは「就労継続支援Ａ型計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあ

るのは「第８４条において準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第

３０条第２項」とあるのは「第８４条において準用する第３０条第２項」と，

同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８４条において準用する第

３２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第８４条

において準用する次条第１項」と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは

「就労継続支援Ａ型計画」と，第１８条中「前条」とあるのは「第８４条に

おいて準用する前条」と読み替えるものとする。 

るのは「第８４条において準用する第１７条第１項」と，「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」

とあるのは「第８４条において準用する第２８条第２項」と，同項第３号中

「第３０条第２項」とあるのは「第８４条において準用する第３０条第２項」

と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８４条において準用す

る第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第８

４条において準用する次条第１項」と，第１７条中「療養介護計画」とある

のは「就労継続支援Ａ型計画」と，第１８条中「前条」とあるのは「第８４

条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第８７条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条まで，第３４条，第３６条，第３７条，第４

１条，第４３条，第４５条から第４９条まで，第５３条，第７１条，第７３

条から第７５条まで及び第８０条から第８２条までの規定は，就労継続支援

Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号中「第

１７条第１項」とあるのは「第８７条において準用する第１７条第１項」と，

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第

２８条第２項」とあるのは「第８７条において準用する第２８条第２項」と，

同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８７条において準用する第

３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８７条

において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第８７条において準用する次条第１項」と，第１７条中「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第１８条中「前条」とあ

るのは「第８７条において準用する前条」と，第８０条第１項中「第８４条」

第８７条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６

条まで，第２８条から第３２条の２まで，第３４条，第３６条，第３７条，

第４１条，第４３条，第４５条から第４９条まで，第５３条，第７１条，第

７３条から第７５条まで及び第８０条から第８２条までの規定は，就労継続

支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号

中「第１７条第１項」とあるのは「第８７条において準用する第１７条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，同項第

２号中「第２８条第２項」とあるのは「第８７条において準用する第２８条

第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８７条におい

て準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるの

は「第８７条において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第８７条において準用する次条第１項」と，第１７

条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第１８条中

「前条」とあるのは「第８７条において準用する前条」と，第８０条第１項
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

とあるのは「第８７条」と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継

続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

中「第８４条」とあるのは「第８７条」と，「就労継続支援Ａ型計画」とあ

るのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

（職員の員数等の特例） （職員の員数等の特例） 

第８９条 多機能型事業所は，一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員

（多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては，当該事業を

行う事業所の利用定員を含む。）の合計が２０人未満である場合は，第３９

条第７項，第５２条第７項及び第８項，第５９条第７項，第６３条第５項及

び第６項並びに第７４条第５項（第８７条において準用する場合を含む。）

の規定にかかわらず，当該多機能型事業所に置くべき職員（多機能型児童発

達支援事業等を一体的に行う場合にあっては，指定通所支援基準の規定によ

り当該事業を行う事業所に置くべきものとされる職員（指定通所支援基準第

５条第１項第２号に規定する児童発達支援管理責任者を除く。）を含むもの

とし，管理者，医師及びサービス管理責任者を除く。）のうち，１人以上は，

常勤でなければならないとすることができる。 

第８９条 多機能型事業所は，一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員

（多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては，当該事業を

行う事業所の利用定員を含む。）の合計が２０人未満である場合は，第３９

条第７項，第５２条第７項及び第８項，第５９条第７項，第６３条第５項並

びに第７４条第５項（第８７条において準用する場合を含む。）の規定にか

かわらず，当該多機能型事業所に置くべき職員（多機能型児童発達支援事業

等を一体的に行う場合にあっては，指定通所支援基準の規定により当該事業

を行う事業所に置くべきものとされる職員（指定通所支援基準第５条第１項

第２号に規定する児童発達支援管理責任者を除く。）を含むものとし，管理

者，医師及びサービス管理責任者を除く。）のうち，１人以上は，常勤でな

ければならないとすることができる。 

２ 多機能型事業所は，第３９条第１項第４号及び第８項，第５２条第１項第

３号及び第９項，第５９条第１項第４号及び第８項，第６３条第１項第４号

及び第７項並びに第７４条第１項第３号及び第６項（これらの規定を第８７

条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，一体的に事業を行

う多機能型事業所のうち基準省令第９０条第２項の厚生労働大臣が定める

ものを一の事業所であるとみなして，当該一の事業所とみなされた事業所に

置くべきサービス管理責任者の数を，次の各号に掲げる当該多機能型事業所

の利用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に掲げる数とすることができ

る。この場合において，この項の規定により置くべきものとされるサービス

管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならないとすることができ

２ 多機能型事業所は，第３９条第１項第４号及び第８項，第５２条第１項第

３号及び第９項，第５９条第１項第４号及び第８項，第６３条第１項第４号

及び第６項並びに第７４条第１項第３号及び第６項（これらの規定を第８７

条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，一体的に事業を行

う多機能型事業所のうち基準省令第９０条第２項の厚生労働大臣が定める

ものを一の事業所であるとみなして，当該一の事業所とみなされた事業所に

置くべきサービス管理責任者の数を，次の各号に掲げる当該多機能型事業所

の利用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に掲げる数とすることができ

る。この場合において，この項の規定により置くべきものとされるサービス

管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならないとすることができ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

る。 る。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

（豊中市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 豊中市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第６３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 （省 略） 第３条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 地域活動支援センターは，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責

任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修

を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

４ 地域活動支援センターは，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，必

要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置

を講じなければならない。 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第５条 （省 略） 第５条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 地域活動支援センターは，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住

民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第７条 （省 略） 第７条 （省 略） 

２ 地域活動支援センターは，利用者に対するサービスの提供に関する次に掲

げる記録を整備し，当該サービスを提供した日から５年間保存しなければな

らない。 

２ 地域活動支援センターは，利用者に対するサービスの提供に関する次に掲

げる記録を整備し，当該サービスを提供した日から５年間保存しなければな

らない。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 第１８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 (２) 第２０条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(３) 第１９条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(３) 第２１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

 （勤務体制の確保等） 

第１５条 地域活動支援センターは，利用者に対し，適切なサービスを提供で

きるよう，職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 地域活動支援センターは，当該地域活動支援センターの職員によってサー

ビスを提供しなければならない。ただし，利用者の支援に直接影響を及ぼさ

ない業務については，この限りでない。 

３ 地域活動支援センターは，職員の資質の向上のために，その研修の機会を

確保しなければならない。 

４ 地域活動支援センターは，適切なサービスの提供を確保する観点から，職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第１５条 （省 略） 第１６条 （省 略） 

 （業務継続計画の策定等） 

第１７条 地域活動支援センターは，感染症や非常災害の発生時において，利

用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定

し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

53



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

２ 地域活動支援センターは，職員に対し，業務継続計画について周知すると

ともに，必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 地域活動支援センターは，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に

応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第１６条 （省 略） 第１８条 （省 略） 

２ 地域活動支援センターは，地域活動支援センターにおいて感染症又は食中

毒が発生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

２ 地域活動支援センターは，当該地域活動支援センターにおいて感染症又は

食中毒が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

 (１) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報

通信機器（第２２条第１号において「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，そ

の結果について，職員に周知徹底を図ること。 

 (２) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための指針を整備すること。 

 (３) 当該地域活動支援センターにおいて，職員に対し，感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施すること。 

（秘密保持等） （秘密保持等） 

第１７条 （省 略） 第１９条 （省 略） 

（苦情解決） （苦情解決） 

第１８条 （省 略） 第２０条 （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（事故発生時の対応） （事故発生時の対応） 

第１９条 （省 略） 第２１条 （省 略） 

 （虐待の防止） 

第２２条 地域活動支援センターは，虐待の発生又はその再発を防止するた

め，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに，その結果について，職員に周知徹底を図る

こと。 

(２) 当該地域活動支援センターにおいて，職員に対し，虐待の防止のため

の研修を定期的に実施すること。 

(３) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（豊中市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第５条 豊中市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 （省 略） 第３条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 福祉ホームは，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する

等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

４ 福祉ホームは，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，必要な体制の

整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講じなけ

ればならない。 

55



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第６条 （省 略） 第６条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 福祉ホームは，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が

得られるよう連携に努めなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第８条 （省 略） 第８条 （省 略） 

２ 福祉ホームは，利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を

整備し，当該サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

２ 福祉ホームは，利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を

整備し，当該サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 第１６条第２項に規定する苦情の内容等の記録 (２) 第１８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(３) 第１７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

(３) 第１９条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

 （勤務体制の確保等） 

第１３条 福祉ホームは，利用者に対し，適切なサービスを提供できるよう，

職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 福祉ホームは，当該福祉ホームの職員によってサービスを提供しなければ

ならない。ただし，利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については，

この限りでない。 

３ 福祉ホームは，職員の資質の向上のために，その研修の機会を確保しなけ

ればならない。 

４ 福祉ホームは，適切なサービスの提供を確保する観点から，職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第１３条 （省 略） 第１４条 （省 略） 

 （業務継続計画の策定等） 

第１５条 福祉ホームは，感染症や非常災害の発生時において，利用者に対す

るサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 福祉ホームは，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 福祉ホームは，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第１４条 （省 略） 第１６条 （省 略） 

２ 福祉ホームは，福祉ホームにおいて感染症が発生し，又はまん延しないよ

うに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 福祉ホームは，当該福祉ホームにおいて感染症が発生し，又はまん延しな

いように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (１) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（第２０条第

１号において「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果について，職員

に周知徹底を図ること。 

 (２) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

針を整備すること。 

 (３) 当該福祉ホームにおいて，職員に対し，感染症の予防及びまん延の防

止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

（秘密保持等） （秘密保持等） 

第１５条 （省 略） 第１７条 （省 略） 

（苦情解決） （苦情解決） 

第１６条 （省 略） 第１８条 （省 略） 

（事故発生時の対応） （事故発生時の対応） 

第１７条 （省 略） 第１９条 （省 略） 

 （虐待の防止） 

第２０条 福祉ホームは，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(１) 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的

に開催するとともに，その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(２) 当該福祉ホームにおいて，職員に対し，虐待の防止のための研修を定

期的に実施すること。 

(３) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（豊中市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第６条 豊中市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第６５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

目次 目次 

第１章 （省 略） 第１章 （省 略） 

第２章 設備及び運営に関する基準（第４条―第４５条） 第２章 設備及び運営に関する基準（第４条―第４６条） 

附則 附則 

（障害者支援施設の一般原則） （障害者支援施設の一般原則） 

第３条 （省 略） 第３条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 障害者支援施設は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を

設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施

する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 障害者支援施設は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，必要な体

制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講じ

なければならない。 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第７条 （省 略） 第７条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 障害者支援施設は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参

加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとす

る。 

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとす

る。 

(１)～(４) （省 略） (１)～(４) （省 略） 

(５) 就労移行支援を行う場合 (５) 就労移行支援を行う場合 

ア～ウ （省 略） ア～ウ （省 略） 

エ ア(イ)の就労支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。  

59



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

オ （省 略） エ （省 略） 

(６)・(７) （省 略） (６)・(７) （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

（複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数） （複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数） 

第１２条 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は，昼間実施サービ

スの利用定員の合計が２０人未満である場合は，前条第１項第２号エ，第３

号エ及びオ，第４号エ，第５号ウ（イ(ア)に係る部分を除く。）及びエ並び

に第６号イの規定にかかわらず，当該障害者支援施設が昼間実施サービスを

行う場合に置くべき職員（施設長，医師及びサービス管理責任者を除く。）

のうち，１人以上は，常勤でなければならないとすることができる。 

第１２条 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は，昼間実施サービ

スの利用定員の合計が２０人未満である場合は，前条第１項第２号エ，第３

号エ及びオ，第４号エ，第５号ウ（イ(ア)に係る部分を除く。）並びに第６

号イの規定にかかわらず，当該障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場

合に置くべき職員（施設長，医師及びサービス管理責任者を除く。）のうち，

１人以上は，常勤でなければならないとすることができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は，前条第１項第２号ア

(ウ)及びオ，第３号ア(イ)及びカ，第４号ア(イ)及びオ，第５号ア(ウ)，イ

(イ)及びオ並びに第６号ア(イ)及びウの規定にかかわらず，サービス管理責

任者の数を，次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サー

ビスのうち基準省令第１２条第２項の厚生労働大臣が定めるものの利用者

の数の合計の区分に応じ，当該各号に掲げる数とし，この規定により置くべ

きものとされるサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければな

らないとすることができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は，前条第１項第２号ア

(ウ)及びオ，第３号ア(イ)及びカ，第４号ア(イ)及びオ，第５号ア(ウ)，イ

(イ)及びエ並びに第６号ア(イ)及びウの規定にかかわらず，サービス管理責

任者の数を，次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サー

ビスのうち基準省令第１２条第２項の厚生労働大臣が定めるものの利用者

の数の合計の区分に応じ，当該各号に掲げる数とし，この項の規定により置

くべきものとされるサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなけれ

ばならないとすることができる。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） （施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第１９条 （省 略） 第１９条 （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

５ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利 ５ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して

行う会議をいう。）を開催し，前項に規定する施設障害福祉サービス計画の

原案の内容について意見を求めるものとする。 

用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して

行う会議をいい，テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話

装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を開催し，

前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求

めるものとする。 

６～10 （省 略） ６～10 （省 略） 

（職場への定着のための支援の実施） （職場への定着のための支援等の実施） 

第２８条 （省 略） 第２８条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 障害者支援施設は，就労移行支援の提供に当たっては，利用者が，指定就

労定着支援（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第１７１号）第２０６条の２に規定する指定就労

定着支援をいう。以下同じ。）の利用を希望する場合には，第１項に定める

支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう，指

定就労定着支援事業者（同令第２０６条の３第１項に規定する指定就労定着

支援事業者をいう。以下同じ。）との連絡調整を行わなければならない。 

 ４ 障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者が，指

定就労定着支援の利用を希望する場合には，第２項に定める支援が終了した

日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう，指定就労定着支援

事業者との連絡調整に努めなければならない。 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第３７条 （省 略） 第３７条 （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 ４ 障害者支援施設は，適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点か

ら，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第３７条の２ 障害者支援施設は，感染症や非常災害の発生時において，利用

者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施するため及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 障害者支援施設は，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 障害者支援施設は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第３９条 （省 略） 第３９条 （省 略） 

２ 障害者支援施設は，障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し，

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 障害者支援施設は，当該障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生

し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (１) 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果につい

て，職員に周知徹底を図ること。 

 (２) 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

防止のための指針を整備すること。 

 (３) 当該障害者支援施設において，職員に対し，感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施すること。 

（身体拘束等の禁止） （身体拘束等の禁止） 

第４１条 （省 略） 第４１条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 障害者支援施設は，身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講

じなければならない。 

(１) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に，その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(２) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(３) 職員に対し，身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 （虐待の防止） 

第４６条 障害者支援施設は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に

掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定

期的に開催するとともに，その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(２) 当該障害者支援施設において，職員に対し，虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

(３) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
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（豊中市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第７条 豊中市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和元年豊中市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（指定障害児通所支援事業者等の一般原則） （指定障害児通所支援事業者等の一般原則） 

第３条 （省 略） 第３条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

４ 指定障害児通所支援事業者等は，当該指定障害児通所支援事業者等を利用

する障害児の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等必要な

体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を

講ずるよう努めなければならない。 

４ 指定障害児通所支援事業者等は，当該指定障害児通所支援事業者等を利用

する障害児の人権の擁護，虐待の防止等のため，必要な体制の整備を行うと

ともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講じなければならな

い。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第６条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「指定児童発達支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」とい

う。）（児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。）

に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

第６条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「指定児童発達支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」とい

う。）（児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。）

に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(１) 児童指導員（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年

厚生省令第６３号）第２１条第６項に規定する児童指導員をいう。以下同

じ。），保育士（国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号。以下

「特区法」という。）第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内にあ

る指定児童発達支援事業所にあっては，保育士又は当該事業実施区域に係

る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条及び次条において同じ。）又

は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による高等学校若しくは

中等教育学校を卒業した者，同法第９０条第２項の規定により大学への入

(１) 児童指導員（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年

厚生省令第６３号）第２１条第６項に規定する児童指導員をいう。以下同

じ。）又は保育士（国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号。以

下「特区法」という。）第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内に

ある指定児童発達支援事業所にあっては，保育士又は当該事業実施区域に

係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条及び次条において同じ。）

 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当

該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が，ア
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

学を認められた者，通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通

常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含

む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した

者であって，２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの（以下

「障害福祉サービス経験者」という。） 指定児童発達支援の単位ごとに

その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当た

る児童指導員，保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が，ア又はイ

に掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれア又はイに定める数以上 

又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれア又はイに定める数以

上 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には，機能訓練担当職員（日常生活

を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を置かなけ

ればならない。この場合において，当該機能訓練担当職員が指定児童発達支

援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援

の提供に当たる場合には，当該機能訓練担当職員の数を児童指導員，保育士

又は障害福祉サービス経験者の合計数に含めることができる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において，日常

生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常生活

を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を，日常生

活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理，喀痰
かくたん

吸引その他基準省令第５条第２項の厚生労働大臣が定める医療行為をいう。

以下同じ。）を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行

う場合には看護職員（保健師，助産師，看護師又は准看護師をいう。以下同

じ。）を，それぞれ置かなければならない。ただし，次の各号のいずれかに

該当する場合には，看護職員を置かないことができる。 

 (１) 医療機関等との連携により，看護職員を指定児童発達支援事業所に訪

問させ，当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

 (２) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６

２年法律第３０号）第４８条の３第１項の登録に係る事業所である場合に

限る。）において，医療的ケアのうち喀痰
かくたん

吸引等（同法第２条第２項に規
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

定する喀痰
かくたん

吸引等をいう。次条及び第７９条において同じ。）のみを必要

とする障害児に対し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環とし

て喀痰
かくたん

吸引等業務（同法第４８条の３第１項に規定する喀痰
かくたん

吸引等業務を

いう。次条及び第７９条において同じ。）を行う場合 

 (３) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第２

０条第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において，医療的ケ

アのうち特定行為（同法附則第３条第１項に規定する特定行為をいう。次

条及び第７９条において同じ。）のみを必要とする障害児に対し，当該登

録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務（同法附則第

２０条第１項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第７９条において

同じ。）を行う場合 

 ３ 前項の規定に基づき，機能訓練担当職員又は看護職員（以下この条，次条

及び第７９条において「機能訓練担当職員等」という。）を置いた場合にお

いて，当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を

行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には，当

該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めること

ができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児（法第７条第２項に

規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。）を通わせる指定児童発達支援

事業所に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。ただし，指定

児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むの

に必要な機能訓練を行わない時間帯については，第４号の機能訓練担当職員

を置かないことができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児（法第７条第２項に

規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。）を通わせる指定児童発達支援

事業所に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。ただし，指定

児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むの

に必要な機能訓練を行わない時間帯については，第４号の機能訓練担当職員

を置かないことができる。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(２) 看護職員（保健師，助産師，看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）

   １以上 

(２) 看護職員 １以上 

(３)～(５) （省 略） (３)～(５) （省 略） 

４ （省 略） ５ （省 略） 

５ 第１項第１号の児童指導員，保育士又は障害福祉サービス経験者のうち，

１人以上は，常勤でなければならない。 

６ 第１項第１号の児童指導員又は保育士のうち，１人以上は，常勤でなけれ

ばならない。 

６ 第１項第１号の児童指導員，保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以

上は，児童指導員又は保育士でなければならない。 

７ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第１号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は，児童指導員又は保

育士でなければならない。 

７ （省 略） ８ （省 略） 

第７条 （省 略） 第７条 （省 略） 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には，機能訓練担当職員を置かなけ

ればならない。この場合において，当該機能訓練担当職員の数を児童指導員

及び保育士の総数に含めることができる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において，日常

生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を，日常生

活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠で

ある障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を，それぞれ置かなければ

ならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合には，看護職員を置

かないことができる。 

 (１) 医療機関等との連携により，看護職員を指定児童発達支援事業所に訪

問させ，当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

 (２) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法第４８条

の３第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において，医療的ケ

アのうち喀痰
かくたん

吸引等のみを必要とする障害児に対し，当該登録を受けた者

が自らの事業又はその一環として喀痰
かくたん

吸引等業務を行う場合 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 (３) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第２

０条第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において，医療的ケ

アのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し，当該登録を受けた者が

自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合 

 ３ 前項の規定に基づき，機能訓練担当職員等を置いた場合においては，当該

機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることがで

きる。 

３ 前項の規定にかかわらず，主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事

業所には，第１項各号に掲げる従業者のほか，次の各号に掲げる従業者を置

かなければならない。この場合において，当該各号に掲げる従業者について

は，その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。 

４ 前２項の規定にかかわらず，主として難聴児を通わせる指定児童発達支援

事業所には，第１項各号に掲げる従業者のほか，次の各号に掲げる従業者（第

２項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては，第３号に掲げる看

護職員を除く。）を置かなければならない。この場合において，当該各号に

掲げる従業者については，その数を児童指導員及び保育士の総数に含めるこ

とができる。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

 (３) 看護職員（日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に

受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。） 医

療的ケアを行うために必要な数 

４ 第２項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる指定児童

発達支援事業所には，第１項各号に掲げる従業者のほか，次の各号に掲げる

従業者を置かなければならない。この場合において，当該各号に掲げる従業

者については，その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができ

る。 

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせ

る指定児童発達支援事業所には，第１項各号に掲げる従業者のほか，次の各

号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において，当該各号に

掲げる従業者については，その数を児童指導員及び保育士の総数に含めるこ

とができる。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 

 

 

５ 第１項第２号ア及び第３項第１号の指定児童発達支援の単位は，指定児童

発達支援であって，その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に

行われるものをいう。 

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第２号アの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は，児童指導員又は保

育士でなければならない。 

７ 第１項第２号ア及び第４項第１号の指定児童発達支援の単位は，指定児童

発達支援であって，その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に

行われるものをいう。 

６ 第１項から第４項まで（第１項第１号を除く。）に規定する従業者は，専

ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援

の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければなら

ない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，第１項第３号の栄養士及

び同項第４号の調理員については，併せて設置する他の社会福祉施設の職務

に従事させることができる。 

８ 第１項から第５項まで（第１項第１号を除く。）に規定する従業者は，専

ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援

の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければなら

ない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，第１項第３号の栄養士及

び同項第４号の調理員については，併せて設置する他の社会福祉施設の職務

に従事させることができる。 

（児童発達支援計画の作成等） （児童発達支援計画の作成等） 

第２８条 （省 略） 第２８条 （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

５ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画の作成に当たっては，障害

児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議

を開催し，児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。 

５ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画の作成に当たっては，障害

児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議

（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）を開催し，児童発達支援計画の

原案について意見を求めるものとする。 

６～10 （省 略） ６～10 （省 略） 

（運営規程） （運営規程） 

第３８条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所ごとに，次の 第３８条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所ごとに，次に
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程（第４４条に

おいて「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程（第４４条第１項に

おいて「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(１)～(12) （省 略） (１)～(12) （省 略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第３９条 （省 略） 第３９条 （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 ４ 指定児童発達支援事業者は，適切な指定児童発達支援の提供を確保する観

点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第３９条の２ 指定児童発達支援事業者は，感染症や非常災害の発生時におい

て，利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するため及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定児童発達支援事業者は，従業者に対し，業務継続計画について周知す

るとともに，必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第４１条 （省 略） 第４１条 （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 指定児童発達支援事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域

住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第４２条 （省 略） 第４２条 （省 略） 

２ 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所において感染症又は

食中毒が発生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，当該指定児童発達支援事業所において感染症

又は食中毒が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 (１) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結

果について，従業者に周知徹底を図ること。 

 (２) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための指針を整備すること。 

 (３) 当該指定児童発達支援事業所において，従業者に対し，感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん

延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

（掲示） （掲示） 

第４４条 （省 略） 第４４条 （省 略） 

 ２ 指定児童発達支援事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指

定児童発達支援事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより，同項の規定による掲示に代えることができる。 

（身体拘束等の禁止） （身体拘束等の禁止） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第４５条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援の提供に当たって

は，障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き，身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為（次項において

「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

第４５条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援の提供に当たって

は，障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き，身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為（以下この条に

おいて「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

 ３ 指定児童発達支援事業者は，身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げる

措置を講じなければならない。 

(１) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に，その結果について，従業者に周知徹底を図ること。 

(２) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(３) 従業者に対し，身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第４６条 （省 略） 第４６条 （省 略） 

 ２ 指定児童発達支援事業者は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに，その結果について，従業者に周知徹

底を図ること。 

(２) 当該指定児童発達支援事業所において，従業者に対し，虐待の防止の

ための研修を定期的に実施すること。 

(３) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（地域との連携等） （地域との連携等） 

第５２条 （省 略） 第５２条 （省 略） 

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである児童発達支援事業

所において，指定児童発達支援の事業を行うものに限る。）は，通常の事業

の実施地域の障害児の福祉に関し，障害児若しくはその家庭又は当該障害児

が通い，在学し，若しくは在籍する保育所，学校教育法に規定する幼稚園，

小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）若しくは特別支援学校若しくは

就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園その他児

童が集団生活を営む施設からの相談に応じ，助言その他の必要な援助を行う

よう努めなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである児童発達支援事業

所において，指定児童発達支援の事業を行うものに限る。）は，通常の事業

の実施地域の障害児の福祉に関し，障害児若しくはその家庭又は当該障害児

が通い，在学し，若しくは在籍する保育所，学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）に規定する幼稚園，小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）若

しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定

する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ，助言

その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第６０条 児童発達支援に係る基準該当通所支援（以下「基準該当児童発達支

援」という。）の事業を行う者（以下「基準該当児童発達支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当児童発達支援事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

第６０条 児童発達支援に係る基準該当通所支援（以下「基準該当児童発達支

援」という。）の事業を行う者（以下「基準該当児童発達支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当児童発達支援事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(１) 児童指導員，保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実施

区域内にある基準該当児童発達支援事業所にあっては，保育士又は当該事

業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同

じ。）又は障害福祉サービス経験者 基準該当児童発達支援の単位ごとに

その提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に

当たる児童指導員，保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が，ア又

はイに掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれア又はイに定める数以上 

(１) 児童指導員又は保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実

施区域内にある基準該当児童発達支援事業所にあっては，保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同

じ。） 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じ

て専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士

の合計数が，ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれア又は

イに定める数以上 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 第１項第１号の児童指導員，保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以

上は，児童指導員又は保育士でなければならない。 

 

（準用） （準用） 

第７７条 第１３条から第２３条まで，第２５条，第２７条（第４項及び第５

項を除く。）から第３５条まで，第３７条，第３９条から第４２条まで，第

４４条から第４８条まで，第５０条から第５３条まで及び第５５条の規定

は，指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において，

第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「第７５条」と，第１７条中「い

う。第３８条第６号及び」とあるのは「いう。」と，第２３条第２項中「次

条」とあるのは「第７２条」と，第２７条第１項及び第２８条中「児童発達

支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と，第３５条中「医療機

関」とあるのは「他の専門医療機関」と，第４４条中「従業者の勤務の体制，

前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と，第５５条第２

項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と，

第５５条第２項第３号中「第３６条」とあるのは「第７４条」と読み替える

ものとする。 

第７７条 第１３条から第２３条まで，第２５条，第２７条（第４項及び第５

項を除く。）から第３５条まで，第３７条，第３９条から第４２条まで，第

４４条から第４８条まで，第５０条から第５３条まで及び第５５条の規定

は，指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において，

第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「第７５条」と，第１７条中「い

う。第３８条第６号及び」とあるのは「いう。」と，第２３条第２項中「次

条」とあるのは「第７２条」と，第２７条第１項及び第２８条中「児童発達

支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と，第３５条中「医療機

関」とあるのは「他の専門医療機関」と，第４４条第１項中「従業者の勤務

の体制，前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と，第５

５条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援

計画」と，同項第３号中「第３６条」とあるのは「第７４条」と読み替える

ものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第７９条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者（以下「指定放課後等デ

イサービス事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放課後

等デイサービス事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，次の

とおりとする。 

第７９条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者（以下「指定放課後等デ

イサービス事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放課後

等デイサービス事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，次の

とおりとする。 

(１) 児童指導員，保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実施 (１) 児童指導員又は保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては，保育士又は当

該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において

同じ。）又は障害福祉サービス経験者 指定放課後等デイサービスの単位

ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービ

スの提供に当たる児童指導員，保育士又は障害福祉サービス経験者の合計

数が，ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれア又はイに定

める数以上 

施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては，保育士又は

当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条におい

て同じ。） 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間

帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導

員又は保育士の合計数が，ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ，そ

れぞれア又はイに定める数以上 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定放課後等デイサービス事業所におい

て日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には，機能訓練担当職員を

置かなければならない。この場合において，当該機能訓練担当職員が指定放

課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該

指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には，当該機能訓練担当職員

の数を児童指導員，保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数に含めるこ

とができる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定放課後等デイサービス事業所におい

て，日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員

を，日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが

不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を，それぞれ置か

なければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合には，看護

職員を置かないことができる。 

 (１) 医療機関等との連携により，看護職員を指定放課後等デイサービス事

業所に訪問させ，当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

 (２) 当該指定放課後等デイサービス事業所（社会福祉士及び介護福祉士法

第４８条の３第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において，

医療的ケアのうち喀痰
かくたん

吸引等のみを必要とする障害児に対し，当該登録を

受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰
かくたん

吸引等業務を行う場合 

 (３) 当該指定放課後等デイサービス事業所（社会福祉士及び介護福祉士法

附則第２０条第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において，
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し，当該登録を受

けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合 

 ３ 前項に基づき，機能訓練担当職員等を置いた場合において，当該機能訓練

担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間

帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には，当

該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めること

ができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる指定放課

後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとす

る。ただし，指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯

のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については，第

４号の機能訓練担当職員を置かないことができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる指定放課

後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとす

る。ただし，指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯

のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については，第

４号の機能訓練担当職員を置かないことができる。 

(１)～(５) （省 略） (１)～(５) （省 略） 

４ （省 略） ５ （省 略） 

５ 第１項第１号の児童指導員，保育士又は障害福祉サービス経験者のうち，

１人以上は，常勤でなければならない。 

６ 第１項第１号の児童指導員又は保育士のうち，１人以上は，常勤でなけれ

ばならない。 

６ 第１項第１号の児童指導員，保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以

上は，児童指導員又は保育士でなければならない。 

７ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第１号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は，児童指導員又は保

育士でなければならない。 

７ （省 略） ８ （省 略） 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第８６条 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援（以下「基準該当放

課後等デイサービス」という。）の事業を行う者（以下「基準該当放課後等

第８６条 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援（以下「基準該当放

課後等デイサービス」という。）の事業を行う者（以下「基準該当放課後等
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

デイサービス事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当

放課後等デイサービス事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，

次のとおりとする。 

デイサービス事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当

放課後等デイサービス事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，

次のとおりとする。 

(１) 児童指導員，保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実施

区域内にある基準該当放課後等デイサービス事業所にあっては，保育士又

は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条にお

いて同じ。）又は障害福祉サービス経験者 基準該当放課後等デイサービ

スの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後

等デイサービスの提供に当たる児童指導員，保育士又は障害福祉サービス

経験者の合計数が，ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれ

ア又はイに定める数以上 

(１) 児童指導員又は保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実

施区域内にある基準該当放課後等デイサービス事業所にあっては，保育士

又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条に

おいて同じ。） 基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を

行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当

たる児童指導員又は保育士の合計数が，ア又はイに掲げる障害児の数の区

分に応じ，それぞれア又はイに定める数以上 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 第１項第１号の児童指導員，保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以

上は，児童指導員又は保育士でなければならない。 

 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第９１条 （省 略） 第９１条 （省 略） 

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，

看護職員若しくは保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実施区

域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所にあっては，保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）の資格を取得後又は児童

指導員若しくは心理指導担当職員（学校教育法の規定による大学の学部で，

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，

看護職員若しくは保育士（特区法第１２条の５第５項に規定する事業実施区

域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所にあっては，保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）の資格を取得後又は児童

指導員若しくは心理指導担当職員（学校教育法に基づく大学（短期大学を除
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者で

あって，個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能

力を有すると認められる者をいう。）として配置された日以後，障害児につ

いて，入浴，排せつ，食事その他の介護を行い，及び当該障害児の介護を行

う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な

動作の指導，知識技能の付与，生活能力の向上のために必要な訓練その他の

支援（以下「訓練等」という。）を行い，及び当該障害児の訓練等を行う者

に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係

る業務に３年以上従事した者でなければならない。 

く。）若しくは大学院において，心理学を専修する学科，研究科若しくはこ

れに相当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技

術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をい

う。）として配置された日以後，障害児について，入浴，排せつ，食事その

他の介護を行い，及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導

を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，生

活能力の向上のために必要な訓練その他の支援（以下「訓練等」という。）

を行い，及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行

う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に３年以上従事した者でな

ければならない。 

３ （省 略） ３ （省 略） 

（準用） （準用） 

第９７条 第１３条から第２３条まで，第２５条，第２６条，第２７条（第４

項及び第５項を除く。），第２８条から第３１条まで，第３３条，第３５条

から第３７条まで，第３９条，第４２条から第４６条まで，第４８条，第５

０条，第５１条，第５２条第１項，第５３条から第５５条まで及び第７６条

の規定は，指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合

において，第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「第９６条」と，第１

７条中「いう。第３８条第６号及び第５２条第２項において同じ。」とある

のは「いう。」と，第２３条第２項中「次条」とあるのは「第９５条」と，

第２６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第９５条第２項」と，第

２７条第１項，第２８条及び第５５条第２項第２号中「児童発達支援計画」

とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。 

第９７条 第１３条から第２３条まで，第２５条，第２６条，第２７条（第４

項及び第５項を除く。），第２８条から第３１条まで，第３３条，第３５条

から第３７条まで，第３９条，第３９条の２，第４２条から第４６条まで，

第４８条，第５０条，第５１条，第５２条第１項，第５３条から第５５条ま

で及び第７６条の規定は，指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用

する。この場合において，第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「第９

６条」と，第１７条中「いう。第３８条第６号及び第５２条第２項において

同じ。」とあるのは「いう。」と，第２３条第２項中「次条」とあるのは「第

９５条」と，第２６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第９５条第

２項」と，第２７条第１項，第２８条及び第５５条第２項第２号中「児童発

達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるもの

とする。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（準用） （準用） 

第１０２条 第１３条から第２３条まで，第２５条，第２６条，第２７条（第

４項及び第５項を除く。），第２８条から第３１条まで，第３３条，第３５

条から第３７条まで，第３９条，第４２条，第４４条から第４６条まで，第

４８条，第５０条，第５１条，第５２条第１項，第５３条から第５５条まで，

第７６条及び第９４条から第９６条までの規定は，指定保育所等訪問支援の

事業について準用する。この場合において，第１３条第１項中「第３８条」

とあるのは「第１０２条において準用する第９６条」と，第１７条中「いう。

第３８条第６号及び第５２条第２項において同じ。」とあるのは「いう。」

と，第２３条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１０２条において準用

する第９５条第１項」と，第２６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは

「第１０２条において準用する第９５条第２項」と，第２７条第１項及び第

２８条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と，第

４４条中「従業者の勤務の体制，前条の協力医療機関」とあるのは「従業者

の勤務の体制」と，第５５条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるの

は「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。 

第１０２条 第１３条から第２３条まで，第２５条，第２６条，第２７条（第

４項及び第５項を除く。），第２８条から第３１条まで，第３３条，第３５

条から第３７条まで，第３９条，第３９条の２，第４２条，第４４条から第

４６条まで，第４８条，第５０条，第５１条，第５２条第１項，第５３条か

ら第５５条まで，第７６条及び第９４条から第９６条までの規定は，指定保

育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において，第１３条第１

項中「第３８条」とあるのは「第１０２条において準用する第９６条」と，

第１７条中「いう。第３８条第６号及び第５２条第２項において同じ。」と

あるのは「いう。」と，第２３条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１

０２条において準用する第９５条第１項」と，第２６条第２項中「第２４条

第２項」とあるのは「第１０２条において準用する第９５条第２項」と，第

２７条第１項及び第２８条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪

問支援計画」と，第４４条第１項中「従業者の勤務の体制，前条の協力医療

機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と，第５５条第２項第２号中「児

童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものと

する。 

（従業者の員数に関する特例） （従業者の員数に関する特例） 

第１０３条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事

業所に限る。）に係る事業を行う者に対する第６条第１項，第２項及び第４

項，第７条，第６８条，第７９条第１項，第２項及び第４項，第９１条第１

項並びに第９９条第１項の規定の適用については，第６条第１項中「事業所

（以下「指定児童発達支援事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業

所」と，同項第１号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，

第１０３条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事

業所に限る。）に係る事業を行う者に対する第６条第１項から第３項まで及

び第５項，第７条（第３項及び第６項を除く。），第６８条，第７９条第１

項から第３項まで及び第５項，第９１条第１項並びに第９９条第１項の規定

の適用については，第６条第１項中「事業所（以下「指定児童発達支援事業

所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第１号中「指定児
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

同条第２項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，

「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第４項中「指定

児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，第７条第１項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第２号ア中「指定

児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第２項及び第３項中「指

定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第１号中「指

定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第４項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同条第５項中「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第６項中「指定児童発達

支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指定児童発達支援の」と

あるのは「指定通所支援の」と，第６８条第１項中「事業所（以下「指定医

療型児童発達支援事業所」という。）」とあり，並びに同条第２項及び第３

項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，

第７９条第１項中「事業所（以下「指定放課後等デイサービス事業所」とい

う。）」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第１号中「指定放課後等デ

イサービス」とあるのは「指定通所支援」と，同条第２項中「指定放課後等

デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指定放課後等デ

イサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と，同条第４項中「指定放課

後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と，第９１条第１項中「事

業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。）」とあるのは

「多機能型事業所」と，第９９条第１項中「事業所（以下「指定保育所等訪

問支援事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」とする。 

童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指定児童発達支援

の」とあるのは「指定通所支援の」と，同条第２項中「指定児童発達支援事

業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同条第３項及び第５項中「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，第７条第１項中「指定児童発

達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第２号ア中「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第２項及び第４項中「指

定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第１号中「指

定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第５項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同条第７項中「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第８項中「指定児童発達

支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指定児童発達支援の」と

あるのは「指定通所支援の」と，第６８条第１項中「事業所（以下「指定医

療型児童発達支援事業所」という。）」とあり，並びに同項第３号並びに同

条第２項及び第３項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と，第７９条第１項中「事業所（以下「指定放課後等デイサー

ビス事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第１号中

「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指

定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と，同条第２項

中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，

同条第３項及び第５項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通

所支援」と，第９１条第１項中「事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支

援事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と，第９９条第１項

中「事業所（以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。）」とあるのは

「多機能型事業所」とする。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

２ 利用定員の合計が２０人未満である多機能型事業所（この条例に規定する

事業のみを行う多機能型事業所を除く。）は，第６条第５項及び第７９条第

５項の規定にかかわらず，当該多機能型事業所に置くべき従業者（児童発達

支援管理責任者，嘱託医及び管理者を除く。）のうち，１人以上は，常勤で

なければならないとすることができる。 

２ 利用定員の合計が２０人未満である多機能型事業所（この条例に規定する

事業のみを行う多機能型事業所を除く。）は，第６条第６項及び第７９条第

６項の規定にかかわらず，当該多機能型事業所に置くべき従業者（児童発達

支援管理責任者，嘱託医及び管理者を除く。）のうち，１人以上は，常勤で

なければならないとすることができる。 

附 則 附 則 

１ （省 略） １ （省 略） 

２ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策

を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律

の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号）附則第２２条第２項の規定

により同法第５条の規定による改正後の児童福祉法第２１条の５の３第１

項の指定を受けたものとみなされている者に対する第７条第１項第２号ア

及び第３項第１号の規定の適用については，当分の間，同条第１項第２号ア

中「指定児童発達支援の単位ごとに，通じておおむね障害児の数を４で除し

て得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数

を４で除して得た数及び障害児である少年の数を７．５で除して得た数の合

計数以上」と，同条第３項第１号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位

ごとに４以上」とあるのは「聴能訓練担当職員（聴能訓練を担当する職員を

いう。）及び言語機能訓練担当職員（言語機能の訓練を担当する職員をいう。）

 それぞれ２以上」とする。 

２ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策

を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律

の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号）附則第２２条第２項の規定

により同法第５条の規定による改正後の児童福祉法第２１条の５の３第１

項の指定を受けたものとみなされている者に対する第７条第１項第２号ア

及び第４項第１号の規定の適用については，当分の間，同条第１項第２号ア

中「指定児童発達支援の単位ごとに，通じておおむね障害児の数を４で除し

て得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数

を４で除して得た数及び障害児である少年の数を７．５で除して得た数の合

計数以上」と，同条第４項第１号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位

ごとに４以上」とあるのは「聴能訓練担当職員（聴能訓練を担当する職員を

いう。）及び言語機能訓練担当職員（言語機能の訓練を担当する職員をいう。）

 それぞれ２以上」とする。 

３・４ （省 略） ３・４ （省 略） 

（豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第８条 豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（職員） （職員） 

第２６条 （省 略） 第２６条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 心理療法担当職員は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大

学（短期大学を除く。）において，心理学を専修する学科若しくはこれに相

当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技術を有

するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければな

らない。 

３ 心理療法担当職員は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大

学（短期大学を除く。）若しくは大学院において，心理学を専修する学科，

研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び

集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認

められる者でなければならない。 

４～６ （省 略） ４～６ （省 略） 

（豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第９条 豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例（平成３０年豊中市条例第１２号）の一

部を次のように改正する。 

  次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

   附 則 附 則 

１ （省 略） １ （省 略） 

２ この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の豊中

市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例第

６条及び第１０条に規定する指定障害者支援施設等については，この条例に

よる改正後の豊中市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準

等を定める条例第５条及び第９条の規定にかかわらず，令和３年３月３１日

までの間は，なお従前の例による。 

２ この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の豊中

市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例第

６条及び第１０条に規定する指定障害者支援施設等については，この条例に

よる改正後の豊中市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準

等を定める条例第５条及び第９条の規定にかかわらず，令和４年３月３１日

までの間は，なお従前の例による。 
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   附 則 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和４年３月３１日までの間，第１条の規定による改正後の豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，

設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。）第３条第３項及び第４１条の２（新指定障害福祉サービス基

準条例第４４条第１項及び第２項，第４４条の４，第４９条第１項及び第２項，第７８条，第９５条，第９５条の５，第１１０条，第１１０条の４，第１２３

条，第１４９条，第１４９条の４，第１５９条，第１５９条の４，第１７２条，第１８５条，第１９０条，第１９４条，第１９４条の１２，第１９４条の２０，

第２０１条，第２０１条の１１並びに第２０１条の２２において準用する場合を含む。），第２条の規定による改正後の豊中市指定障害者支援施設の人員，設

備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。）第３条第３項及び第５９条の２，第３条の規定による改正後の豊

中市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新障害福祉サービス基準条例」という。）第３条第３項及び第３２条の２（新障

害福祉サービス基準条例第５０条，第５５条，第６０条，第６９条，第８４条及び第８７条において準用する場合を含む。），第４条の規定による改正後の豊

中市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新地域活動支援センター基準条例」という。）第３条第４項及び第２２条，第５

条の規定による改正後の豊中市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新福祉ホーム基準条例」という。）第３条第４項及び第２０条，

第６条の規定による改正後の豊中市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新障害者支援施設基準条例」という。）第３条第３項及

び第４６条並びに第７条の規定による改正後の豊中市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定通所支援基準条

例」という。）第３条第４項及び第４６条第２項（新指定通所支援基準条例第５９条，第６３条，第７７条，第８４条，第８５条，第８９条，第９７条及び第

１０２条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間，新指定障害福祉サービス基準条例第３４条の２（新指定障害福祉サービス基準条例第４４条第１項及び第２項，第

４４条の４，第４９条第１項及び第２項，第７８条，第９５条，第９５条の５，第１１０条，第１１０条の４，第１２３条，第１４９条，第１４９条の４，第

１５９条，第１５９条の４，第１７２条，第１８５条，第１９０条，第１９４条，第１９４条の１２，第１９４条の２０，第２０１条，第２０１条の１１並び

に第２０１条の２２において準用する場合を含む。），新指定障害者支援施設基準条例第４７条の２，新障害福祉サービス基準条例第２５条の２（新障害福祉

サービス基準条例第５０条，第５５条，第６０条，第６９条，第８４条及び第８７条において準用する場合を含む。），新地域活動支援センター基準条例第１

７条，新福祉ホーム基準条例第１５条，新障害者支援施設基準条例第３７条の２及び新指定通所支援基準条例第３９条の２（新指定通所支援基準条例第５９条，

第６３条，第７７条，第８４条，第８５条，第８９条，第９７条及び第１０２条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，これらの規定中「講
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じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努

める」とする。 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間，新指定障害福祉サービス基準条例第３５条第３項（新指定障害福祉サービス基準条例第４４条第１項及び第２項，

第４４条の４，第４９条第１項及び第２項，第１２３条，第１９４条の１２並びに第１９４条の２０において準用する場合を含む。），第７３条第２項及び第

９２条第２項（新指定障害福祉サービス基準条例第９５条の５，第１１０条，第１１０条の４，第１４９条，第１４９条の４，第１５９条，第１５９条の４，

第１７２条，第１８５条，第１９０条，第１９４条，第２０１条，第２０１条の１１及び第２０１条の２２において準用する場合を含む。），新指定障害者支

援施設基準条例第５０条第２項，新障害福祉サービス基準条例第２７条第２項及び第４８条第２項（新障害福祉サービス基準条例第５５条，第６０条，第６９

条，第８４条及び第８７条において準用する場合を含む。），新地域活動支援センター基準条例第１８条第２項，新福祉ホーム基準条例第１６条第２項，新障

害者支援施設基準条例第３９条第２項並びに新指定通所支援基準条例第４２条第２項（新指定通所支援基準条例第５９条，第６３条，第７７条，第８４条，第

８５条，第８９条，第９７条及び第１０２条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ず

るよう努めなければ」とする。 

５ 施行日から令和４年３月３１日までの間，新指定障害福祉サービス基準条例第３６条の２第３項（新指定障害福祉サービス基準条例第４４条第１項及び第２

項，第４４条の４，第７８条，第９５条，第９５条の５，第１１０条，第１１０条の４，第１２３条，第１４９条，第１４９条の４，第１５９条，第１５９条

の４，第１７２条，第１８５条，第１９０条，第１９４条，第２０１条，第２０１条の１１並びに第２０１条の２２において準用する場合を含む。），新指定

障害者支援施設基準条例第５３条第３項，新障害福祉サービス基準条例第２８条第３項（新障害福祉サービス基準条例第５０条，第５５条，第６０条，第６９

条，第８４条及び第８７条において準用する場合を含む。），新障害者支援施設基準条例第４１条第３項及び新指定通所支援基準条例第４５条第３項（新指定

通所支援基準条例第５９条，第６３条，第７７条，第８４条，第８５条，第８９条，第９７条及び第１０２条において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

６ この条例の施行の際現に指定を受けている第７条の規定による改正前の豊中市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以

下「旧指定通所支援基準条例」という。）第６条第１項に規定する指定児童発達支援事業者（次項及び附則第８項において「旧指定児童発達支援事業者」とい

う。）については，新指定通所支援基準条例第６条第１項及び第６項の規定にかかわらず，令和５年３月３１日までの間は，なお従前の例による。 

７ 旧指定児童発達支援事業者に対する新指定通所支援基準条例第６条第３項及び第７項の規定の適用については，令和５年３月３１日までの間，同条第３項中

「又は保育士」とあるのは「，保育士又は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第９０条第２項
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の規定により大学への入学を認められた者，通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了し

た者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって，２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの（以下「障

害福祉サービス経験者」という。）」と，同条第７項中「又は保育士の合計数」とあるのは「，保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数（看護職員を除く。）」

とする。 

８ 旧指定児童発達支援事業者については，新指定通所支援基準条例第７条第６項の規定にかかわらず，令和４年３月３１日までの間は，なお従前の例による。 

９ この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第６０条第１項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている同項に規定する基準該当児

童発達支援事業者（次項において「旧基準該当児童発達支援事業者」という。）については，新指定通所支援基準条例第６０条第１項の規定にかかわらず，令

和５年３月３１日までの間は，なお従前の例による。 

10 旧基準該当児童発達支援事業者については，旧指定通所支援基準条例第６０条第３項の規定は，令和５年３月３１日までの間，なおその効力を有する。 

11 この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準条例第７９条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者（次項において「旧指定放課

後等デイサービス事業者」という。）については，新指定通所支援基準条例第７９条第１項及び第６項の規定にかかわらず，令和５年３月３１日までの間は，

なお従前の例による。 

12 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準条例第７９条第３項及び第７項の規定の適用については，令和５年３月３１日までの間，同

条第３項中「又は保育士」とあるのは「，保育士又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第９０条第２項の規定により大学

への入学を認められた者，通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）若

しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって，２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの（以下「障害福祉サービス

経験者」という。）」と，同条第７項中「又は保育士の合計数」とあるのは「，保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数（看護職員を除く。）」とする。 

13 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第８６条第１項に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている同項に規定する基

準該当放課後等デイサービス事業者（次項において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。）については，新指定通所支援基準条例第８６条第１

項の規定にかかわらず，令和５年３月３１日までの間は，なお従前の例による。 

14 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については，旧指定通所支援基準条例第８６条第３項の規定は，令和５年３月３１日までの間，なおその効力を有す

る。 
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